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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年３月１６日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時４９分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

土木下水道部長　宮川茂行 同部次長　藤井義己

同部参事兼交通対策課長　大砂　渉　　道路課長　堀　和夫 同課参事　山本博毅

下水道業務課長　石川裕司 下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一

同課参事　川上昭人 下水道整備課長　西村克己

水道部長　中岡健二 同部次長兼総務課長　乾　富治

同部参事兼営業課長　東角泰典　　総務課参事　東田眞介 工務課長　原　正己

浄水課長　林　昇

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第３５号　摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２０号　摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件

議案第３２号　摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　６号　平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１３号　平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案第　２号　平成２２年度摂津市水道事業会計予算

議案第１１号　平成２１年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから、建設常任委員会を開会

します。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。

　議案第３５号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　摂津市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例制定の件です。

　ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、以

上で質疑を終わります。

　続いて、議案第２０号及び議案第３２

号の審査を行います。

　本２件については補足説明を省略し、

質疑に入りたいと思います。

　摂津市立自転車駐車場指定管理者指定

の件と摂津市立自転車駐車場条例の一部

を改正する条例制定の件の２件です。

　ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、以

上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第６号及び議案第１３号の審査を

行います。

　本２件のうち議案第１３号については、

補足説明を省略します。

　議案第６号について、補足説明を求め

ます。

　宮川土木下水道部長。

○宮川土木下水道部長　おはようござい

ます。議案第６号、平成２２年度摂津市

公共下水道事業特別会計予算につきまし

て、目を追って主なものについて、補足

説明をさせていただきます。

　１２ページをお開き願います。

　まず、歳入でございますが、款１、分

担金及び負担金、項１、負担金、目１、

公債費負担金は前年度に比べ１，２０６

万４，０００円の減額となっております。

これは吹田市及び茨木市の下水が一部本

市の公共下水道管に流入するため、両市

より当該公共下水道管の起債償還にあわ

せて負担金を徴収しているもので、起債

償還金の減少に伴い、負担金が減少する

ことによるものでございます。目２、受

益者負担金は前年度に比べ８７３万円の

増額で、これは賦課面積の増加によるも

のでございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は前年度に比べ

１億８，４４９万６,０００円の減額で、

これは景気低迷に伴う需要減を見込んだ

ものでございます。項２、手数料、目１、

下水道手数料は前年度に比べ２７万５，

０００円の増額で、これは登録件数の増

加を見込んだものでございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ２，０００万円の増額で、これ

は事業量の増加に伴うものでございます。

　１４ページ、款４、繰入金、項１、一

般会計繰入金、目１、一般会計繰入金は

前年度に比べ１億４，１４８万１，００

０円の増額で、これは下水道使用料収入

の減少に伴うものでございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ９５万円の減額

で、これは貸付件数の減少を見込んだも

のでございます。項２、雑入、目１、雑

入は前年度と同額でございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水
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道債は前年度に比べ７，８２０万円の減

額で、これは流域下水道事業債の減少に

よるものでございます。

　次に歳出でございますが、１６ページ

をお願いします。

　款１、下水道費、項１、下水道総務費、

目１、下水道総務費は下水道業務課及び

下水道管理課職員の人件費のほか、節１

９、負担金、補助及び交付金では日本下

水道協会などに対する負担金、節２７、

公課費では消費税及び地方消費税でござ

います。前年度に比べ３０８万２，００

０円の増額で、これは主に公課費の増加

によるものでございます。項２、下水道

事業費、目１、下水道管理費は１８ペー

ジ、節１１、需用費では下水道施設にか

かる光熱水費や修繕料など、節１３、委

託料では集中管理室・ポンプ場設備・親

水施設等の維持管理にかかる委託料、下

水道使用料徴収事務委託料及び管渠等の

調査委託料、節１９、負担金、補助及び

交付金では、安威川流域下水道維持管理

負担金など、節２１、貸付金では水洗便

所改造資金貸付金でございます。前年度

に比べ２，８５１万円の減額で、これは

修繕料及び安威川流域下水道維持管理負

担金の減少によるものでございます。目

２、下水道整備費は下水道整備課職員の

人件費のほか、２０ページ、節１３、委

託料では工事設計外委託料など、節１５、

工事請負費では公共下水道工事、節１９、

負担金、補助及び交付金では、安威川流

域下水道建設負担金、節２２、補償、補

填及び賠償金では、下水道工事に伴う水

道管などの移設費でございます。前年度

に比べ５，９３６万１，０００円の減額

で、これは安威川流域下水道建設負担金

の減少によるものでございます。

　款２、公債費、項１、公債費、目１、

元金は公共下水道事業債、流域下水道事

業債及び資本費平準化債の元金償還金で、

前年度に比べ７，２８７万１，０００円

の増額でございます。目２、利子は前年

度に比べ９，３３０万６，０００円の減

額でございます。

　２２ページ、款３、予備費、項１、予

備費、目１、予備費は前年度と同額でご

ざいます。

　なお、給与費明細書につきましては、

２４ページから３１ページに、債務負担

行為の調書につきましては、３２、３３

ページ、地方債に関する調書につきまし

ては、３４、３５ページにそれぞれ記載

しておりますので、ご参照賜りますよう

お願い申し上げます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　おはようございます。

　きょうも体調が余りよくありませんが、

頑張っていきたいと思います。

　何点か質問させていただきます。まず

１番目でございますが、２２年度の下水

道使用料について落ち込むということで

先ほど説明がありました。これは景気の

落ち込みということでありましたけれど

も、２１年度も減額補正をされておりま

すし、以前の分では大口の利用者が減り

ましたというような理由があったりした

と思いますが、少しこの辺のどのような

内容を見られているのか。一般家庭が減

るということになるのか、戸数が減ると

いうことになるのか、その辺もあわせて

一度ご説明いただきたいと思います。

　２番目、一般会計からの繰入れについ

てでございます。一般会計からの繰入れ

につきましては、昨年よりも１億４，０

００万ほど増額になっております。２１

億３，２８３万円となっていますが、こ
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の考え方について、詳しく説明をお願い

したいと思います。

　３番目、資本費平準化債発行の変化で

ございます。資本費平準化債の発行につ

いて、平成２２年度は１２億５，０００

万円ということで組まれていますけれど

も、この考え方について最初に説明をお

願いします。

　４番目、雑収入です。２２年度の雑収

入については、１万円ということで記載

がされてまして、２１年度は３，８５１

万円に、９，０４２万円の増額補正をさ

れて、１億２，８９３万円ということに

なっています。２０年度についてのとき

の話では、もうほぼ赤字は解消に向かう

ということでお話がありましたが、２１

年度のこの補正、それから２２年度もこ

の見方とあわせて雑収入の関連について、

繰上充用とあわせてもう一度ご説明いた

だきたいと思います。

　５番目、下水道の普及率でございます。

これは毎回聞いておりますけれども、一

番気になるところでありますが、２２年

度の下水道の普及率について、人口普及

率と面積普及率とあわせてご説明をお願

いします。

　６番目、第４次行革に関連したことで、

これはパブリックコメント中であります

が、一般会計予算で質問しようとしまし

たけれども、公共下水道特別会計の審査

時にということでございましたので、質

問いたします。考え方の中で下水道３課

と水道部を統合するということがありま

すが、これは考え方について、整理をさ

れているのかどうか。整理されているの

であれば、どういう考え方に基づいて、

こういう方向になるのかということを、

まずお示しをお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　まず１点目の使

用料でございますけれども、使用料の減

額、平成２１年度も減額補正をさせてい

ただきました。主な理由としては、景気

の低迷に伴う大口事業所等の使用水量の

減少ということでございますけれども、

それ以外にも一般家庭等における節水、

こういったものが影響していると考えて

おります。

　２１年度の水量の見込みを出しており

まして、月千トン以上、我々大口と呼ん

でるクラスですが、この千トン以上のと

ころで減少水量の大体６５％ぐらい、そ

れ以下のところが減少水量の３５％くら

いとなっております。使用料となってき

ますと、千トン以上とそれ以下とでは大

体２倍くらいの単価差がございますので、

減収の大きな要因としては８０％以上が

大口の事業所等の減収によるものと考え

ております。

　２点目の繰入金でございますけれども、

２２年度対前年で増加しております。こ

れの主な理由としては、使用料収入が減

少しているということで、これを補うた

めの繰入金が必要となるものです。

　３点目、資本費平準化債でございます

けれども、毎年度の元金の償還額と減価

償却費相当額との差額が起債できるもの

で、下水道の施設というのは通常５０年

使えるところを公債費、起債の償還年限

というのが３０年が最長ということになっ

ておりまして、減価償却費と元金の償還

額とに差がある。これが負担になってい

るということから、平成１６年度資本費

平準化債の制度が拡充されまして以降、

本市もこれを活用してきているというこ

とで、１２．５億円というのはその元金

償還額と減価償却費相当額の差額分を起

債するものでございます。

　次に、雑収入でございますけれども、

平成２２年度は言われたように１万円程
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度見込んでおりますけれども、今の見込

みでございますけれども、当初２１年度

に赤字解消ということで考えておりまし

たけれども、使用料収入の減収から２１

年度の赤字解消というのは非常に難しい

と考えております。最終的には単年度収

支で７，０００万くらいの赤字で、実質

赤字、累積赤字で言いますと１億１，０

００万くらいの赤字になるのではないか

と考えております。これについては、５

月までに繰上充用という措置を講じさせ

ていただく予定にしております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村下水道整備課長　５番目の質問の

普及率について、お答えいたします。

　普及率につきましては、平成２１年度

末という計算でございますので、まず人

口普及率だけを算出いたしております。

これもあくまで予想でございます。全体

につきましては、９７．１％、安威川以

北につきましては、９９．２％、以南に

つきましては９５．２％、本年度の平成

２２年度の工事でどれくらい伸ばせるか

と申しますと、東別府２丁目の工事をす

るかしないかによって変わりますけれど

も、これによって全体につきましては、

２丁目をする場合につきまして０．３ポ

イント、しない場合につきましては０．

１ポイントの増加となっております。

　それにつきまして、安威川以南、以北

につきましては、安威川以北で０．０５、

四捨五入しますと０．１ポイントという

ことになるんですけれど、安威川以南に

つきましては、２丁目をする場合につき

まして０．５ポイント、２丁目をしない

ときにつきましては０．２ポイントとい

う形になっております。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　それでは、第４

次行革にかかります下水道３課と水道部

を統合するという内容について、ご答弁

申し上げます。

　この分につきましては、今、下水道会

計特別会計で実施しているわけですけれ

ども、これを企業会計に切りかえるとい

う一つの目標がございます。そのような

中で、新年度、平成２２年度より検討に

入ると。２６年度からそういう形で実施

していきたいというのが第４次、今の案

の中に記載されている内容でございます。

　この近隣におきましても、水道部と下

水道が合体しているというような形で、

上下水道部というような組織づくりがな

されております。この分の流れの中につ

きましては、その執行上の人員体制です

ね。本市の方も、今、６６０人体制とい

うふうなカウントもされている状況にご

ざいます。それらに向けていく手法の一

つかなと。やはり、それぞれの会計の中

で、双方が賄える人員、カットは可能に

なってくるんではないかというようなと

ころから、水道部と合体というような話

でございます。

　そういうふうな形の中で使用料を徴収

させていただく中では、今現在でも、水

道部と一緒に徴収というふうな形になっ

ておりますので、いろいろ市民からの問

いあわせもあろうかと思います。そうい

う中では市民サービスを少しでも拡充す

ると、そういうふうな形の目的も加えて

おりますし、そういう料金関係の絡みの

中では、今流行のワンストップサービス

ですね。これを向上させていきたいとい

うようなことも考えてるというような状

況で、わかりやすい組織、機構というふ

うなことを目指しているという状況でご

ざいます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　ありがとうございます。

一通り、お答えいただきましたので、２

－5－



回目の確認をさせていただきたいと思い

ます。

　まず１点目の下水道使用料の落ち込み

ということでの分析をお聞きいたしまし

た。８０％以上は大口の影響であるとい

うことですし、一般的に一般家庭におい

ても節水の影響を多く見込んでいるとい

うことでございます。これは次の赤字が

解消しないということにも繋がってまい

りますけれども、いつまでこれが続くと

見るのかということで、随分と会計その

ものも変わってくると思うんですね。２

０年度決算のときの考え、見通しでは順

調に回復をしていくというふうな見方を

していたわけですが、先ほどの説明を聞

いていますと、また赤字が積み上がって

いく可能性があるなというふうに見てい

ますが、土木下水道部としてはこの２３

年度以降、今後の景気の動向とあわせて

会計そのものがどういうふうな方向になっ

ていくと見られているのか、一度その見

解をお示しいただきたいと思います。

　それから、一般会計の繰入れについて

理由はわかるんですが、これも先ほどと

あわせて大きく今後の行方に関係してき

ますから、先ほどの見方とあわせてお示

しをいただきたいと思います。

　資本費平準化債の発行でございますが、

平準化債も当初は２１年までと言ってい

たものを２２年からも発行しますという

ことでございます。１２億５，０００万

というふうに決められたのは、今年度は

こうしましょうと決められた根拠をでき

たらお示しをいただきたいわけですが、

ずっと積み重ねていってるわけですが、

この１２億５，０００万にされた計画と

して、なぜ１２億５，０００万になった

のかということをお示しをいただきたい

と思います。

　雑入でございますが、非常に見通しが

厳しいなと。２１年度では１億１，００

０万円の赤字になりますよということで

すから、これは出納閉鎖のときには繰上

充用するということになりますから、こ

ちらの１万円と書いてある雑収入は、簡

単に言うと１億１，００１万円というこ

とになるんですかね。これも非常に時代

の流れですけれど、どんな努力ができる

のか、これは先ほどの最初の一番目の説

明と関連してきますけれども、こういう

経済の見通しの中ではどんな努力ができ

るのか、一度それもあわせて見解をお示

しください。

　下水道普及率はわかりました。これは

しっかり１００％目指して頑張っていた

だきたいということで、特に東別府は今

問題になってますから、何としてもこれ

は実施できるようにということで、お願

いをしておきたいと思います。

　それから、下水道３課と水道部の統合

についてですが、下水道について企業会

計とするということで、会計が二つにな

るんですよね。下水道企業会計というの

と水道企業会計というのと二つになるわ

けですが、それの仕事を一つの部として

まとめるということでされるということ

でよろしいんですかね。そこで、人員的

な部分とかサービスの面で合理化できる

んだということで理解したらいいのかな

と思うんですが、そうしますと前回にも

言いましたけれども、徴収手数料、水道

部の方で徴収をしてますから下水道の方

から徴収手数料を払っていますが、こう

いうものは解消されていくということで

考え方としてはあるんですかね。その辺

もあわせてお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　１点目の赤字解

消の時期、今後の推移ということでござ

いますけれども、１億１，０００万の仮
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に累積赤字になったときには、これが２

３年度に解消できるのか、２４年度にな

るのかは今の時点でははっきりとしたこ

とは申し上げられないんですけども、大

口の水需要が今後どの程度回復していく

のかということに大きく影響されるのか

なと考えております。

　２点目とも関連はするんですけども、

財政の方でも中期財政見通しという中で

一般会計の繰入金というのは今後２１億

数千万程度、２２年度程度の額をずっと

見込んでおられるということでございま

して、主な収入でございます使用料収入

と一般会計繰入金、一般会計繰入金が大

体２２年度並で推移するとして、使用料

収入がどうなるのか、これに本当に大き

く影響されてくるのかなと。ただ、急激

な回復というのも難しいので、我々は２

６年度くらいまでは資本費平準化債の発

行が必要ではないかなと考えております。

　３点目の資本費平準化債の１２．５億

というのがどういうふうに決まったのか

ということでございますけれども、これ

は２２年度の元金償還額２６億９，００

０万近くありますけれども、それに対し

て減価償却費というのが１３億７，００

０万程度見込まれるということで、その

差額、満額ではございませんけれども、

１２．５億円という額を決めさせていた

だきました。資本費平準化債については

基本的に２１年度でやめるという当初の

方針があったわけでございますけれども、

使用料収入それから市の財政状況等の影

響により繰入金の増額がなかなか難しい

中で２６年度までの発行を今の時点で見

込んでいるということでございます。た

だ、これは後々の公債費負担にもなって

きますので、発行額はできるだけ抑制し

たいというふうに考えております。

　雑入でございますけども、どんな努力

ができるのか。歳出に占める公債費の割

合というのが大体７５％くらいあります。

それ以外にも流域の負担金、これが十数

％、さらに人件費であるとか消費税、こ

ういったものを加えていきますと９０％

以上が義務的な経費。その中で努力とし

て歳出削減努力、当然コスト縮減という

ことには努めていく必要があると考えて

ますけれども、なかなか大きく歳出を減

少させるというのは難しいと。一方で歳

入面での努力ということになるんですけ

れども、一つは使用料収入の増収に向け、

水洗化率等の向上を図るということが大

きな問題と考えております。

　６番目の水道部と一緒になったときに

徴収手数料がどうなるのかということで

ございますが、水道部との調整がまだで

きておりませんので、今の段階でお答え

はできないんですけれども、なくせるも

のであればなくしていただきたいなとい

うのが今の考え方でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　最後になりますが、こ

の収入減によりまして、先ほども努力と

いう部分でございますが、本来ならこの

平成２２年というのは３年ごとの料金改

定の年であったということがありますが、

これは据え置いていただきました。これ

は評価したいと思います。あの平成２０

年度のときの認識は順調に赤字は回復で

きそうだというところから一転して、こ

れからひょっとしたら積み上がっていく

かもわからないという状況になります。

一番安易なのは料金を上げることなんで

すけどね。こういう状態になっていると

いうことは、市民の負担を更にするとい

うことは難しいということでございます

から、安易に料金をあげるということに

は走らないでいただきたい。これは要望

としておきたいと思います。
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　それから健全化計画等を前につくって

らっしゃいましたけど、今後の動向によっ

てはこういう計画もまた必要になってく

るのではないかと思うんです。１億以上

積み上がっていくということですから、

改善のなかなか見通しがないということ

であれば、下水道としてももう一遍そう

いう計画をしっかり練って、そして料金

改正に頼らずに違う方法で解消していく

ということを、しっかり工夫をしていた

だきたいと思うんですね。水道部と今後

一緒になられるということですから、前々

から言っていますけれども、繰入れが無

理だとしても借り入れなり何なりしてそ

の場をしのいでいくというようなことも

ありかもしれませんし、それから今言っ

ているように徴収の手数料などについて

は解消していこうと。片方は黒字会計で

すからね。何で黒字会計のところへ赤字

会計の方から払わなあかんねやというふ

うな考え方もありますし、同じ摂津市や

ないかというふうな考えの中から部が一

緒になるということは更にそういうこと

の合理化を図りやすいと思いますし、そ

ういう部分もどんどん省く中で計画性を

つくっていくということも必要ではない

かと思います。この点についての考え方

だけお示しをいただきたいと思います。

　後はもう結構です。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　水道部と下水道

３課が合体するという形の中で、徴収事

務の関係ですけれども、この部分、先ほ

ど石川課長が言いましたように、水道部

ときめ細かな内容にまではまだ詰めは至っ

ておりません。ただ、組織としまして、

今、お支払いしている内容、これは今、

徴収事務にかかわる事務費を要は、徴収

件数の割合でそれぞれ持ち分を出してい

るという状況でございます。これらの分

がもし人件費としてほとんど人件費の内

容になるかと思います。その部分が組織

が小さくなることになりますと、やはり

その分子となる部分の額がやはり減少す

るのではないかなと。その分はやはり私

どもも手数料として、今の現時点で少な

くカウントできるんではないかと考える

ところです。ですから今後、水道部と合

体という状況の中で今後そのあたりも重々

視野に入れて協議して、一部制の方向へ

向けて取り組んでまいりたいと考えます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　今後の健全化計

画にかかる計画の作成でございますけれ

ども、内部ではそういった作業も進めて

おるところでございまして、１０年先の

収支計画というのを作成をしてくために

大きくは水需要というのをできるだけ精

度の高いものを我々も考えておりますか

ら、大口の事業所等について今現在聞き

取り調査を行って、大きな節水計画はあ

るのかどうかというようなことを聞き取

りでございますけれども調査に回ってい

るところでございます。ですから１０年

先くらいの計画をつくっていきたいと考

えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　内部では進めていらっ

しゃるということですから、非常に我々

も気になるところでもありますので、お

示しできる段階に一度その辺については

お示しいただきたいなと思っているとこ

ろですからお願いします。

　それから言い忘れましたが、資本費平

準化債の発行をどんどんされるというこ

ともありますし、以前にもこの起債のす

べての分を出したような表をつくってい

ただけませんかということでお願いをし

てましたけれども、それは年度ごとの資

料はいただいたんですけれど、水道部な
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んかはきちっとどんな起債があって何年

度で償還が始まって何年度で終わるとい

うような表をつくってはりますけど、多

過ぎてできないのかもわからないですけ

ど、ちゃんと掌握されていると思うんで

すけれど、それを一度資料としていただ

きたいということをお願いをしておりま

したけれども、再度お願いをして終わり

たいと思います。

○山本靖一委員長　資料については、後

刻また内容を精査して提出していただく

ようにお願いしておきます。

　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田平委員　まず、議案第１３号の補

正予算第３号につきまして、ご質問いた

します。

　１３ページの修繕料で１，１２５万円

が減額されていますが、これについての

内訳等をお願い申し上げます。

　続いて、水質分析委託料で２８０万円

の減額がなされています。これについて

も内訳を説明いただきたいと思います。

　続きまして、当初予算の方へ入りたい

と思いますが、議案第６号で、債務負担

行為の集中管理室維持管理業務委託料が

６，０００万円計上されておりますが、

これについてのご説明をいただきたいと

思います。

　主要事業の中で出ております鳥飼八町

地内及び高槻市から三ケ牧水路を経由し

て流下する雨水を排除する方策の検討に

入りたいと、こういう見出しがあったわ

けでありますが、これについてのご説明

をいただきたいと思います。

　それから負担金の問題で、日本下水道

協会へ負担金３２万円、日本下水道事業

団負担金１７万１，０００円、そして神

崎川水質汚濁対策連絡協議会への負担金

等３点についてお聞きをいたしたいと思

います。

　前の２点につきましては、ご案内のと

おり、国土交通省が所管をいたします外

郭団体ということで、天下りを含めて見

直しが進められているというふうに聞い

ておりますが、これら等についてのこれ

までの経過と、今後どのようになってい

くのかをお尋ねをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず、補正予算

の修繕料に関しての補正でございますが、

この部分でございますが、当初テレメー

タ更新工事で約２，４００万円とその他

の修繕で約八十何万、計上させていただ

いておりましたが、テレメータ更新修繕

工事が１，２７５万円で落札されました

ので、これに伴いまして減額させていた

だいております。

　続きまして、債務負担の６，０００万

円の計上でございますが、これは平成２

２年５月１日から平成２５年の４月３０

日までの複数年委託契約を予定いたして

おりまして、内容でございますが平成２

２年度は予算計上額２，６４０万円と予

算書５ページの表２の債務負担行為で期

間が２３年度から平成２５年度で限度額

６，０００万円を計上させていただいて

いるものでございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村下水道整備課長　主要事業に上げ

ております鳥飼八町の部分についてお答

えいたします。

　これにつきましては、鳥飼八町の部分

の雨水の排除の計画でございまして、仮

称でございますけれども鳥飼排水区分の

基本設計という形で予定しております。

この基本設計につきましては、平成２６

年度番田水門の本格稼働、これに向けま

して番田水路に流れ込んでおります公共

下水道が受け持つ雨水、これを本来の公
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共下水道に取り組むために鳥飼八町及び

高槻市の三箇牧水路というのがありまし

て、これの雨水の計画を立てるものでご

ざいます。

　計画いたします面積につきましては、

摂津市区域で約９０ヘクタール、高槻市

区域の水が５０ヘクタール入ってきます。

これで高槻からの流出を摂津市で受け持

つという形になって公共下水となります。

この区域の雨水は三箇牧水路に流れ込み

まして、鳥飼水路を通って番田水路に流

れ込んでおります。三箇牧水路から公共

下水道の雨水管あるいは流域下水道の接

続点へのルートは限られておりまして、

現在の排出計画を見直しながらルートの

決定及び排水区の決定を計画しようとす

るものでございます。

　なお、八町区域につきましては現在都

市計画下水道上では全体計画には含まれ

ておりますけれども、計画決定されてお

りませんので、この雨水計画にあわせま

して汚水の計画につきましても予定いた

しております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　日本下水道協会

の負担金、それから下水道事業団負担金

の関係につきましてお答えいたします。

　日本下水道協会というのは下水道に関

する調査研究、普及促進、公共用水域の

水質保全等により国民の生活の向上に寄

与することを目的に設立されたもので、

具体の活動としましては、下水道の経営、

技術、資機材の調査研究、委託による下

水道の設計調査のほかに講演会、講習会

等を開催されておられまして、本市もた

びたび参加をしているところでございま

す。

　日本下水道事業団につきましては、地

方公共団体の要請に基づきまして、下水

道施設の建設維持管理、技術的な援助、

技術者の養成等が行われておりまして、

事務職につきましても業務にかかる研修

等が行われています。本市の職員も毎年

のように参加し、事務能力の研鑽に努め

ているところでございます。

　こういった協会とか事業団に対する天

下りというのもありますけれども、その

改善の状況、そういう実態というのは把

握しておりますけれども、具体的にそれ

がどういうふうに改善されようとしてい

るのか、詳細については我々も把握して

おりませんので、一度調べていきたいと

思います。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　２番目の水質

分析の２１年度の補正の金額でございま

すけれども、水質分析につきましては２

１年度は入札処理になりました。結局６

社に入札させていったわけですけれども、

その中でことし落札された方の金額が例

年に比べるとかなり効率的な金額であっ

たということで、執行の不用額としてこ

とし減額２８０万円させていただくとい

うことになりました。来年２２年度につ

いてもそういう予定をしておりまして、

今後とも費用対効果を考えながら執行し

てまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　神崎川の水質汚

濁対策連絡協議会負担金についてでござ

いますが、この協議会は神崎川並びにこ

れに流入するものは、これからの分離す

る河川及び水路について水質調査し、そ

の実態を把握するとともにその汚濁の状

況を明らかにして、河川管理上必要な水

質管理の方法及び汚濁防止対策について

検討し、神崎川水質改善の実行を上げる

ことを目的といたしております。

　事務局は、国土交通省近畿地方整備局

でございます。
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○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　長年に渡りまして、私の

方からテレメータの修繕料について本会

議あるいはこの委員会等でいろいろご指

摘をいたしまして、ようやくその実が結

んだように思います。１，２７５万円、

当初２，４００万円の予定が約半分です

んだということで、非常に効果が出てき

ているというように思います。引き続き、

そういった取組みを強めていただくよう

に要請をしておきたいと思いますが、以

前にも申し上げましたように、このテレ

メータの設置状況について、再検討しな

ければならないというふうに僕は思って

おるわけです。それは前にも指摘をいた

しましたように、同水路において数か所

設置をされているということについては、

末端下流でその設置をすれば、その効果

が十分にできるという、僕なりの理解を

いたしておりますが、そこらの今後の見

通し等について、お考えをお聞きいたし

たいと思います。

　それから水質分析の委託料につきまし

ても不用額が２８０万円出た。入札差金

でありますが、これもこれまでに指摘を

いたしてました。その効果があらわれた

というふうには思っておりますので、引

き続き経費の節減に努力をしていただく

ように、これを要望しておきたいと思い

ます。

　債務負担行為でありますが、平成２２

年度は２，６４０万円の計上だと思いま

すが、集中管理室３年契約ということで、

この６，０００万円の総額でやるという

ことであるのか、もう一度ご説明いただ

けたらありがたいと思います。３年の契

約ということでありますので、その内訳

等についてお聞きをいたしたいと思いま

す。

　鳥飼八町地内のいわゆる公共下水道、

あるいは雨水対策ということで検討に入

ろうということでありますが、地域の方々

の長年の要望はやはり公共下水道を敷設

をしていただいて、水洗化を願っておら

れるわけでありますが、いずれにしても

調整区域内ということで、手がけられて

ないわけでありますが、今回そういう方

向で検討に入りたいということでありま

すが、平行して公共下水道も入れるとい

うか、そういう計画等についてどういう

ふうに思っておられるのか。まず先行し

て雨水をやるということでありますが、

雨水は今も水路はございますので、そこ

に流入をして雨水対策は十分できてると

思うんです。ただ公共下水道のいわゆる

汚水処理が問題だというふうに思ってお

りますので、そこをもう一度聞かせてい

ただきたいと思います。

　日本下水道協会及び日本下水道事業団、

この財団あるいはそういった団体につい

ては、国の方でも見直しがされると思う

んでありますが、地方自治体がその加入

をして分担金を払っておるわけでありま

す。そういった中で調査あるいは経営に

ついてとか、いろんな手法を教えると言

うんですか、そういった講習等を開きな

がら下水道のあり方というのをやってい

こうということでありますが、本来やは

りそういう団体ではなしに、行政みずか

らがそういうことをしっかりとやってい

くと。団体に頼らずやっていかなきゃな

らないというふうに思います。そういう

面で書籍の購入とかあるいは技術革新に

ついて、いろいろ努力をされているとは

思いますが、推移を見守っていきたいと

いうことでありますので、そういった声

をやはり地方自治体が負担をしているん

だということを全国組織であるんですけ

れど、強く大阪府を通じながら国への働

きかけをしていただきたいというふうに
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思ってます。

　それから神崎川の水質汚濁対策連絡協

議会でありますが、この団体は非常に今

真剣に神崎川の水質汚濁を何とか少なく

しよう、減らそうという取組みをしてい

ただいているというふうに聞いておりま

す。そういう中で一般会計の排水路費で

ご質問いたしましたように、摂津市内は

河川あるいは水路等がたくさんあります

ので、いわゆる協議会に参加する一団体

としてそういった取組みを真剣にやらな

きゃならないと、こういうふうに思うわ

けであります。そういう意味で大半が神

安土地改良区の所有というんですか、管

理状況でありますので、どのような形で

神安に対してやっていこうとされている

のか、お聞きをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず集中管理室、

テレメータの設置状況と今後の見通しで

ございますけれども、２１年度につきま

しては５対向を親機、子機等設置させて

いただいております。それと２２年度に

つきましても親機、子機を設置させてい

ただく予定をしております。２３年度に

関しましては、親機、子機４対向を設置

させてもらう状態でございます。それで

すべてテレメータの更新工事は終わる予

定にしております。

　それと今後の見通しについてでござい

ますが、委員から以前にカメラ等の話が

出たかと思っております。ですからその

辺のカメラ等も視野に入れて集中管理室

委託業務の見直し等を今後図ってまいり

たいと思っております。

　続きまして、集中管理室の分でござい

ます。集中管理室維持管理委託業務の内

容でございますが、２２年度予算計上額

は２，６４０万円でございます。それと

２３年度から２５年度で限度額を６，０

００万円とさせていただいております。

　それと神崎川水質汚濁対策連絡協議会

の件で、神安土地改良区が市内の水路の

大半を管理しておりますけれども、常に

神安土地改良区とはコンタクトをとって

おりまして、常に今でしたら味生水路、

別府水路、それと東別府水路等にＥＭダ

ンゴとか入れて一緒に共同で作業をして

いる次第でございます。

　また神安土地改良区も神崎川汚濁連絡

協議会の会員でございますので、あわせ

て協力しあいながら頑張ってまいりたい

と思ってますので、よろしくお願いいた

します。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村下水道整備課長　それでは鳥飼八

町区域の汚水の計画と雨水の計画につい

ても補足をさせていただきます。

　雨水につきましては、なぜ行うかと言

いますと、番田水門が閉まりますとどう

しても水路に水が入ってまいりまして、

水位が上がってまいりますので、本格稼

働をするためには区域に降っております

雨、これを公共下水道で取り込んで摂津

ポンプ場の方から吐き出すという形をと

ります。そのために雨水の計画をまず急

いでいるという形でございます。

　それから汚水につきましては、同時に

計画決定及び認可計画をいたしますので、

また雨水のルートも限られてまいります

ので、同時にしないといけないというと

ころが必ず出てまいります。ですから、

同時に進めてまいりたいと思います。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　債務負担行為のこの集中

管理室の維持管理業務委託料であります

が、平成２２年度は先の契約に基づいて

２，６４０万円ということであります。

平成２３年から２４、２５年、３か年で

６，０００万円ということで、これ単純
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に計算いたしますと１千数百万円減をし

ておるわけですね。２，６４０万円掛け

る３で１千数百万円の減ということであ

ります。私が以前にも質問申し上げまし

たように、この管理業務委託については、

やはり見直すべきであると。今、集中管

理室でやっていただいているということ

でありますけれども、これはやはり本庁

部門において集中豪雨等の対策について

もっと正確なデータを持ちながら、管理

をしていかなければならないというふう

に思いますし、そういったことと平行し

てこの施設を管理をしていただくという

ことになれば、非常に効率がいいんじゃ

ないかなというふうに今思いますし、経

費も随分と安価になると、こういうふう

に今思っております。そういう意味で晴

天の日もあれば雨期、乾期との関係もあ

りますので、これはやはり検討するべき

だというふうに前からも申し上げており

ますように、検討していただけるかどう

か、それについてもう一度考え方につい

てお尋ねいたしたいと思います。

　それだけ一つお願いします

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　以前から集中管

理室につきましては、委員からご指摘等

いただいており、感謝いたしております。

ただ、業務内容の見直し等につきまして

は、やはり安心安全を基本におきまして

再度検討を行い、見直せる範囲で考えて

まいりたいと思っておりますので、何と

ぞよろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　そういうご答弁をいただ

きましたが、具体的にやはり仕様書の見

直し等を考えながら経費を節減する努力

をこの１年間行っていただいて、そして

２３年度の、この６，０００万円の執行

に当たって、十分検討を加えていただく

ということをこの１年間にやっていただ

くようにお願いしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　東別府の公共下水の工

事に着手すれば０．３ポイント普及率が

アップするということで、普及率のアッ

プもさることながら、やはり相生産業の

倒産という形の中で地元の人たちはすぐ

にでもできるという期待を持たれたんで

すけれども、裁判の今の現状、今後の見

通しについて市としてどういうふうに考

えておられるのかがまず１点。

　もう１点は代表質問でも申し上げまし

たけれども、そういう大型開発をされた

ときには、やはり工事や開発が完了すれ

ば道路等については市に帰属をするとい

う念書を従来入れておったと思うんです

けれども、この相生産業についてはそう

いう念書が入っておったのかどうか。最

近いろんな開発についても、念書等が取

られておるのかということについてお答

えをいただきたいと思います。

　それと、金額小さいんですけれど、水

洗便所の改造資金貸付金返還収入過年度

分が３８万円、現年度分が８５万円とい

う形で予定をされておるんですけれども、

今日までの回収状況についてお答えいた

だきたいと思います。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　それでは東別

府の裁判のことと市として今後どう考え

ておるのかということでございますけれ

ども、第１回目が行われましたけれども、

このことにつきましては２月１６日です

が、このとき相手側は出席してきません

でした。この裁判というのはうちが訴え

たことによって相手方が被告になるわけ

なんですが、この被告について１回限り

欠席をする権利を有するということになっ
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ておりまして、多分この３月２４日に第

２回目行うわけなんですけれど、これに

ついては多分出てくるであろうと。これ

で出てこなかったら自動執行してしまう

わけなんですけれども、ということでこ

れの予測としましてどう立てておるのか。

　今、当方の弁護士から聞いておる内容

で相手方からどういうようなことを言っ

てるかと言いますと、相生産業が開発し

たときの地番とそれから終わってから合

筆を繰り返しておりまして、うちが申し

立てておる土地が現地のどこの地番に所

在があるのかとかいうようなことを確か

めるということを今現在申し上げてる。

これは当方の弁護士に言わせると、しょ

うもないことなんですと。

　要は登記簿に書いてある内容のものに

ついて名義を変えてくださいということ

を言うてるにもかかわらず、予測としま

しては時間延ばし作戦に入ってるなとい

うようなことを言っております。これは

相手方の方の時間延ばし作戦ではないか。

もう１点は、水神木水路より西側につき

ましては、一部を残しまして、例えば道

路のつまの部分で５０センチの幅である

とか１メートルの幅であるとかいうこと

を残しまして、それ以外を市に帰属され

ておるわけなんですけれども、このこと

についてはもう終わっているのではない

のかと。相生産業としては帰属は済んで

るというようなことで、その辺を反論を

していると。今回の裁判ではその部分に

つきましても名義を当方に渡しなさいと

いうようなことで戦っておるのが事実で

ございます。ただ、予測としましては引

き伸ばし作戦をどんだけ裁判所が見抜い

て、結審に持っていってくれるかという

ようなことでちょっと予測が立ちません

というのが、当方の弁護士の考え方でご

ざいます。

　それから当時、覚書は交わしておりま

す。これにつきましては、窓口は建築指

導課の方になるわけなんですけども、そ

こで覚書をすべて交わしております。そ

れをたてに今裁判をおこしておるのが現

状なのであります。

　それから、最近はどうなのかというこ

とですので、無論、都市計画法に基づく

開発、それから都市計画以外の市開発に

つきましても、覚書は締結しております。

近年につきましては、すべて市に帰属、

寄附されておるのが現状でございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村下水道整備課長　それでは、東別

府２丁目の今後の整備方針につきまして、

お答えいたします。

　本年２２年度につきましては、そのメー

ンとなる管、これにつきまして約３７１

メーターを予定しております。通常では、

すべての整備が終わりますまで通行とか

各家庭などの出入りなどを考慮いたしま

すと、工事着手から約５年はかかるもの

と考えております。

　しかしながら、通りぬけの車両は平成

２２年度に予定している管が完成すれば、

今３７１メーターという部分が完成しま

すと、通りぬけにつきましては、これで

後の年度につきましては通りぬけが可能

であるということが考えられますので、

工事につきまして、残りの部分、南北に

つきましては、今の考えでは１本おき、

通行とかを考えますと１本おきに施工す

るということを考えております。これに

つきまして、住んでおられる方の協力を

得まして、１本おきではなく続けてやっ

てしまっていいという判断がされました

ら、もっと早く工事が完了するものと考

えております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　水洗便所貸付金
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返還金の状況でございます。

　この貸付金につきましては、１１億６，

２００万ほどが貸し付けの今日までの累

計額でございます。このうち償還済みが

１１億５，３００万、償還未済額、これ

は償還時期が到来しているものと到来し

ていないものがあるんですけども、償還

時期が到来しているにもかかわらず未済

となっているものが５１７万、償還時期

が到来していないものが３７７万ほどご

ざいます。今言った数字は、２０年度末

の数字でございます。２１年３月末時点

の数字でございまして、この２０年度末

５１７万の償還未済額、これが今年度末

でございますけども、大体４８０万ぐら

い、３７万程度減少していくと見込んで

おります。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　相生産業の実態と言い

ますか、倒産という形ではなしに確か清

算か何かの形をとったと思うんですけど

も、当該の裁判の相手方というのは、そ

の相生産業のどういう関係の方だったか

ということをこの機会に改めてもう１回

教えていただきたいと思います。そうい

う清算をされた会社と裁判をするという

ことについて、私はちょっと理解をしに

くい面があるんですけれども、個人的な

形になっておるのか、やはり相生産業の

関連としての相手方ということになって

おるのか、その辺の実態のことについて

も一遍この機会に聞かせておいてもらい

たいと思います。

　先ほど、一応念書が入っておるという

ことですけれども、この東別府に限らず、

やはり全市的にそういう開発が終わった

あとに市に帰属をしてもらうという努力

というんですか、どういうふうにされて

おられるのか今日まで、あっちこっちで

未帰属でそういう争いになっているケー

スがたくさんあると思うんです。だから

そういう点では、行政として、そういう

ものについてきっちりと対応していく帰

属をさすという努力をしていくという形

をどういうふうにとっておられるのか、

その辺の努力について、一遍、この機会

に改めてお聞きしておきたいと思います。

　水洗便所改造資金貸付金の回収状況、

相当まだ大きな、５００万円以上の未収

があるということで、その回収に対する

取組みをどのようにされておるのか、もっ

と少なくできるんではないかと思うんで

すけれども、そういう点では取組状況に

ついて、この機会にもう一度改めてお聞

きしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　まず１点目の、

相手方はどこなのかということですが、

これにつきましては、相生産業でござい

ます。相生産業につきましては、解散と

いう形で登記簿謄本に載っておりまして、

まだ会社側としましては登記簿上解散に

はなっておりますが、会社清算人という

ことも登録されておりますので、訴えて

おる被告は相生産業で、あと別に谷山エ

ンジニアリング株式会社、ここについて

は解散されてませんので、その２社を相

手にしております。

　実態といたしましては、この２社で同

一弁護士に委任されておりまして、相生

産業及び谷山の弁護士を相手に、代理人

としまして、争っているというのが実態

でございます。

　それから、東別府にかかわらず、大型

開発、小さな開発等につきまして、覚書

すべて締結しております。ですが、過去

ものと申し上げますか、昭和４０年代か

ら５０年代についての開発等につきまし

て、開発された部分で大きいところにつ

きましては、私の記憶ですが、平成１８
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年にすべて寄附いただきました。あと少

しばかし残っておる部分がございます。

　ここにつきましても、非常に複雑な状

況もございまして、今現在の開発者の会

社で残っておるわけなんですが、この会

社が倒産されたということもございまし

て、この倒産されたわけなんですけれど

も、清算管財人におきまして、その土地

を売却するという意向は見受けられませ

ん。

　このことにつきまして、どうしたらい

いのかということも法律相談かけたわけ

なんですが、日々の管理は最低限行って

いく上で、時効取得をかけていこうとい

うことで、倒産した地権者につきまして

は、時効の取得を目指して、今のところ

はじっとしていこうと。相手方は今のと

ころ動いてきておりません。これ３年前

に倒産しておるわけなんですけども、こ

のことについてはそういうのが１点ござ

います。

　もう１件大きいところにつきましては、

２人と言いますか、会社と１個人という

形で名義になっておりまして、その１個

人の名義の人間が所在不明になっており

ました人間が、ちょっとまた所在がわかっ

た、今現在はちょっとまた行方知れずと

いうような状況のところも１件ございま

す。いずれにしましても、どういうふう

な状況になっていってるか、名義をうち

の方にかえていってもらいたい、これは

法にのっとってやっていくんだというよ

うなことで、順次対応しているのが現状

でございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　貸付金でござい

ますけども、督促催告等をちゃんと計画

的に行っておりまして、１６年度決算で

いきますと、未収額が１，７００万を超

えておりました。それを１７年に１，１

７８万円、平成１８年が８１２万、平成

１９年が５７２万、平成２０年が５１７

万で、平成２１年度の見込みでございま

すけども、５００万を下回る４８０万を

見込んでおります。積極的に取り組んで

いる結果がこの未収額にあらわれている

と考えております。さらにその一層の回

収をはかるために、いろいろ取組みは催

告等、面談等も行いまして、積極的に行っ

ていきたいと考えております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　覚書というのは単なる

メモではなしに、お互いに、その開発業

者と摂津市との間の紳士協定です。それ

はやっぱり紳士協定はきっちり守らせて

いくというのが、本来の姿だと私は思う

んです。そういう点で、速やかに帰属を

させる手続きを踏んでもらうように、ちゃ

んと市の方から指導するということがきっ

ちりやられとったら、こういうことになっ

てくる割合は非常に低くなってくると思

うんです。それがやはりこういう東別府

のような大きな開発がいまだにそういう

形で残っておったということは、私はやっ

ぱり行政の取組みの甘さ、怠慢というこ

とにつながっていくと思うんです。です

から、やはりそういうこれからの開発に

ついては、開発が終わったらきっちりと

帰属をする手続きを踏むように業者に指

導していくということを強めていっても

らわないと、この問題は永久に解決して

いかないと思いますので、その辺は今後

の努力を期待しておきたいと思います。

　水洗便所改造資金貸付金の問題、ご答

弁ありましたけれども、なるほど、１，

０００万円以上あったやつが５００万円

をきったということですけれども、やは

り半分近くは残っておるということは、

今日まで努力してこられたことについて

は一定の評価はしますけれども、やはり
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この回収について今後もできる限り１０

０％に近づけていくと、これは市民の財

産を市民にお貸しをしてやっていってる

んですから、やはりそれはきっちりと回

収するというのが、市の私は責任だと思

いますので、今後より一層の回収に向け

ての努力を期待して終わりたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは最終になります

ので、重複のないような形で質問させて

いただきたいと思います。

　まず１点、予算概要１８２ページの前

納報奨金、平成１９年が６７万円、２０

年が１０５万円、平成２１年が４１万４，

０００円が、平成２２年が１４６万３，

０００円になった理由をお聞かせくださ

い。

　それと、予算概要１８２ページ、ガラ

ンド水路親水施設管理事業、これはいつ

も聞かせていただいているんですけど、

せせらぎ水路等清掃委託料が、平成２１

年が３００万円から２２年１５０万円に

なった理由をお聞かせください。

　予算概要１８４ページの不明水対策調

査委託料、平成１９年７００万円、２０

年１，０３０万円、２１年１，０３０万

円で、平成２２年９００万円になった理

由をお聞かせください。

　もう１点、マンホール蓋外のところで、

平成２１年が２０１万４，０００円が、

平成２２年に３３０万円になった理由を

お聞かせください。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　まず１点目の前

納報奨金でございますけども、これは受

益者負担金を賦課した場合、その全期前

納される方について５％の報奨金を支払っ

ております。これが年を追うごとに減少

してきておりまして、これは新規の賦課

額が減ってきているということから、減

少傾向が続いているものでございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず２点目の質

問でございますが、ガランド水路の清掃

委託料が平成２１年度は３００万円を計

上しておりまして、２２年度は１５０万

円を計上させていただいておりますが、

２１年度からシルバー人材センターの方

で委託をしていただいておりまして、今

回、補正でも２１年度の補正もしており

ますが、一応決算見込み額で２１年度は

約１３６万円の予定しております。２２

年度もこの状態でシルバーで委託してお

りますので、１３０万から４０万で委託

料は済むかなということで、１５０万円

の計上をさせていただいております。

　続きまして、不明水でございますが、

平成１９年度が７００万、そして平成２

０年度が１，０３０万円、平成２１年度

も１，０３０万円、平成２２年度が９０

０万円という計上をさせていただいてお

りますが、平成２０年度に、市内のマン

ホールの目視調査を、大阪府の道路から

幹線道路のところ、目視調査をさせてい

ただきまして、７００万から１，０３０

万円に上げさせていただいています。２

１年度も同様に上げさせていただいてお

ります。今度この２２年度９００万円で

ございますが、府道部と市の幹線道路の

人孔部のマンホール目視状態がほぼ完了

いたしておりますので、その分１３０万

円を少なく計上させていただいておりま

す。

　続きまして、マンホール蓋外の部分で、

約２０１万円から３３０万円の計上とい

うことでございますが、ガランド水路の

ポンプ保守点検が耐用年数１０年過ぎて

おりますので、２２年度には修繕をした

いなということで計上させていただいて
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おります。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　１点目で、前納

報奨金は減ってきてると言ったんですけ

ども、２２年度につきましては、対前年

より増加しております。これは、事業所

等の供用開始に伴う賦課面積の増加とい

うことでございまして、２２年度に賦課

する額が前年度よりも上回ったというこ

とでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは関連になります

が、前納報奨金に関連して、過去に未収

問題といいますか、市のミスにおいてそ

ういった形の問題があったと思うんです

けど、その後の取組みと今後の見通しに

ついてどうされるのか、それと、滞納に

ついての取組みを聞かせていただきたい

と思います。

　それと、ガランド水路に関わりまして、

過去いろんな藻とかＥＭ菌とかいろんな

形で努力されて、ここまでの費用に抑え

られたという形に関しての努力は認める

んでありますが、この前回からずっと関

連して質問させていただいて、各課にま

たぎますのでなかなか難しいという、い

つもご答弁あるんですが、小学校などで

ガランド水路を、摂津市で唯一、下水の

再生水を使っているという大阪府下でも

数少ない施設でありますので、そういう

ものを子どもたちに知っていただくとと

もに、郷土愛を育むためにそういう共同

作業をするというような取組みを過去か

らお願いしている経緯があるんですが、

その辺のことはどうなってるのか。

　それとまた、今度、境川の親水事業の

中で上に水が流れると思いますが、これ

はガランド水路と同じような取組みにな

るんか、あと保守は土木下水道部が見ら

れるのか、ここを「彩りのみち」として

将来はつないでいくというような計画が

あるようにお聞きしておりますが、その

辺のノウハウをどういう形で提供されて

いくのかという形、今後どういう取組み

をされるのかというところをお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、不明水対策調査委託料のとこ

でありますが、平成１９年に確か道路陥

没という形のところで、平成２０年に不

明水対策という形でカメラを入れて、ま

た目視調査をそれぞれしていくという取

組みをされていると思うんです。先日、

大阪城公園のところで陥没があったよう

に、ニュースで報道されていました。あ

れはあくまでも雨水の排水管がやぶれて、

ああいう形で道路陥没になったと報道さ

れておりますが、先日のカーブミラーの

件でもありますが、次年度の予算のとこ

ろにそういう形のものが入っていたにも

かかわらず、不幸にして、そういう事故

が起こってしまったというような事態も

あったようにお聞きしております。そう

いうことに対して、この不明水対策とい

う形のところで、金額を減らして本当に

大丈夫なんかどうか、これは金額多いか

ら大丈夫やという形のものではないと思

うんですが、それの今までの教訓を生か

して、山口課長の方のご答弁の中でそう

いう目視調査の形は一応全体終わったと

いう形のものはご答弁いただいたんです

けど、これは日々かわる状態にあると思

うので、その辺の取組みをもう一度聞か

せていただきたいと思います。

　それと、これは自分の認識不足かもわ

からないんですけど、マンホールの蓋と

いうのは、このことと今、ご答弁いただ

いたことは、一緒になるかどうかわから

ないんですけど、教えていただきたいの

ですが、今度、平成２４年以降に摂津市

でも防災公園というものがこれから完成
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されます。過去お聞きした中で、災害等

のときに、その対応として、市内のとこ

ろでも、そのマンホールの蓋を便器とい

うのかそういうものにできるように、下

水のところに蓋をそういう形のものに対

応するような形を今考えられて、将来、

防災公園ができたときには、活用されよ

うというような考え方があるのか、ない

のか、お聞きしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　以前の下水道使

用料の未収問題だと思うんですけども、

平成１７年、１８年と未収問題から４，

５８０万を超える未収使用料の徴収に努

めておりまして、今現在２，７６６万円

を回収しております。回収率としては６

０．３％、前年より１．６ポイント上昇

しております。未済額としては、まだ１，

８００万ほどございます。これにつきま

しては、分割納付されているところも相

当ございますので、年々減ってはいくと

考えております。今後も積極的にその催

告等を行いまして、債権回収をはかって

いきたいというふうに考えております。

　滞納についての取組みということでご

ざいますけども、下水道使用料、受益者

負担金、貸付金それぞれに未収額の回収

に取り組んでおります。特に下水道使用

料につきましては、今現在、水道部の方

に徴収委託はしておりますけども、下水

独自の対応も今後必要であるということ

で、今、水道部と協議をしておりまして、

現実に今、下水独自でもその催告等を行っ

ていってる状況でございます。今後も水

道部と連携をはかりながら、下水の使用

料については債権回収をはかっていきた

いと考えております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まずはガランド

水路の清掃等の学習体験等についてでご

ざいますが、以前にも学習体験でガラン

ド水路の清掃はしていただいております。

そのときは、ある先生の授業の一環とし

てしていただきまして、学校として取り

組んだものじゃないですよというのは伺っ

ております。ただ今後、前の委員会のあ

と、教育委員会にも話ししまして、危険

を伴わない箇所、例えば草刈り等はまた

今後引き続いて協議しながら対応できる

ものはしていきたいなと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

　それと、不明水の部分で、目視状況で

マンホール等の点検を２０年度、２１年

度させていただきまして、２２年度も３

００近くさせていただきますけれども、

その目視状況によりまして大阪府そして

市の幹線道路はすべて完了いたしますけ

れども、本来ならば、市内マンホール蓋

約１万基ございます。ですから、今回、

主要幹線道路で２２年度では１，０００

基終わりますけれども、本来なら９，０

００基は引き続いてしたいのでございま

すけれども、幹線道路をまず優先にさせ

てもらった次第でございます。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　ガランド水路の

関係で、補足させていただきたいと思い

ます。

　以前より学習の一環として清掃活動な

どガランドを活用し、その中で、下水の

処理水が再利用されているということを

実感として、教育の一環に取り入れては

どうかというご意見は以前からお伺いし

ております。この件につきましては、教

育委員会の方へもそういう授業活動があ

るのかどうか、あればどうぞ活用してい

ただきたいということでご案内申し上げ

ている状況でして、今のところその打診

がない状況にございます。ただ、下水の

件に関係しましては、ちょっと、はずれ
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るかもわかりませんけども、下水の出前

講座ということをそれぞれの小学校に案

内させていただいております。その中で、

その下水がどういうふうな形で発生し、

どういうふうなルートを通過して処理場

に行くというような学習、また、その汚

水たるものがどういうふうな形で処理さ

れる過程の中で、どの程度まできれいに

するのかとか、こういうことを出前講座

をもって周知していると。その中で、そ

の再生処理水については、こういう活用

がありますよと、あるいは、焼却灰につ

いてはこういう活用をしています、溶融

炉の鉱滓といいますかそういうものにつ

いてはこういう活用をするという、一応

出前講座の中で周知させていただいてい

る状況でございます。

　それと境川の親水施設、これがガラン

ドと同様に扱うのかどうかと。今のとこ

ろこの施設につきましては、私ども土木

下水道部の公園みどり課で維持管理する

という約束になってございます。そのよ

うな中で、今回せせらぎに流される水と

いいますのは、雨水を活用される、雨水

で足らずの分については、水道水を補給

すると、こういうふうに伺っております。

ただ、雨水の状況がどういうふうな反応

を示すか、光合成での苔発生になります

から、このあたりは水が流れてからでな

いと対応が難しいかなと。ただ、ガラン

ドでも苔対応にやっとたどりついた状況

ですけれども、今は底に粗めの砂といい

ますか、そういうようなものを敷いた形

の中で、苔の清掃を簡単にできるような

工夫をしているというような状況でござ

います。

　次に、マンホールの蓋の件でございま

す。防災の関係で、本市でも吹田操車場

跡地の関係で防災公園というような整備

が今話題となっております。ただその中

では、具体にどういうふうにするかとい

うことは、まだ協議の段階までいたって

いない状況です。

　ただ、このマンホールの考え方、防災

時、今、各地でトイレに変身できるマン

ホール蓋、こういうのを活用して災害時

の対応というふうなことを考えておられ

ます。マンホール蓋のメーカーにおきま

しても、その施設の中に便器ですとか、

あるいは収納する袋ですとか、そういう

ものを収納するようないろんな工夫をな

された製品も出ているのも現実でござい

ますので、今後、防災公園が具体に話に

なるにつれ、そういう品物もご紹介させ

ていただいて、災害時に活用できる施設

になればと考えている次第です。

○山本靖一委員長　境川の親水の管理は、

一般会計の方でまた議論していただくよ

うお願いします。

○野原修委員　はい、わかりました。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは１点目の下水道

使用料のところで、先ほど答えていただ

きました。ただいまのところでは、６０．

３％ということで、まだ１，８００万円

残っているという形でそういう対応して

いただいていると、日々努力はしていた

だいていると思うんですが、これは不納

欠損とかそういう形のものに今後なって

いくのか、それともこれはあと残りの分

に対して回収がきっちりとできていくの

か、その辺のところをもう一度お聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、不明水対策調査のところであ

りますが、お答えのところで今、目視調

査が終わったという形なんですが、過去、

平成１９年でしたか、あの陥没という形

のとこで、改めて、不明水対策の予算を

多くつけて、中にカメラを入れてという

形のことをずっとやられてきて、先日、
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大阪城公園の前でも、やっぱり雨水管が

破裂という形のところでああいう道路陥

没という、水道の場合では吹いてすぐわ

かるんですけど、下水の場合はなかなか

中が空洞になっているというのは見つけ

にくいという形で、これ本当に専門家で

すから、目視調査である程度のことはわ

かられるんかと思いますが、その辺のこ

とが過去の経験をふまえて、本当に大丈

夫かどうか、これは今絶対大丈夫という

ことは多分言えないかと思いますけど、

今以上の形の取組みを今後されるのかど

うか、再度、そこだけお聞かせ願いたい

と思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　下水道使用料の

未収問題で、今後不納欠損が発生するの

かどうかということでございます。この

問題につきましては、市のミスがあった

中で未収ということになったものがほと

んどでございます。当初、戸別に訪問い

たしまして事情等説明はいたしましたが、

非常に厳しい意見をいただいて、なかな

か理解していただけないところも多数あ

ります。そんな中で請求は行っておりま

すけども、これが１００％回収できるの

かと言われると、見通しとしては非常に

厳しいと考えております。不能欠損する

のかどうか、これについては、市のミス

があった中でこういう未収が発生してし

まったこと等をふまえて、今後考えてい

かなければならないと思っております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　不明水の件でご

ざいますが、平成２０年度、２１年度マ

ンホールの状態を調査するということで

予算を多くつけていただきましたけれど

も、２２年度は引き続いて目視調査しま

すけども、もう二百数か所でございまし

て、目視状態に関しては、これで一応終

わりますけれども、管内のカメラ調査等

は引き続いて行ってまいりますので、そ

の点よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３２分　休憩）

（午前１１時３４分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２号及び議案第１１号の審査を

行います。

　補足説明を求めます。

　中岡水道部長。

○中岡水道部長　それでは、議案第２号、

平成２２年度摂津市水道事業会計予算に

つきまして、目を追って主なものについ

て、補足説明をさせていただきます。

　それでは予算書の２４ページ、予算実

施計画説明書をご参照願います。

　２４ページから２７ページにかけての

収益的収入でございますが、款１、水道

事業収益、項１、営業収益、目１、給水

収益では、前年度に比べ、１億２，８５

７万５，０００円の減額となっておりま

す。この理由といたしましては、市民や

企業の節水などにより、水道料金収入が

減少すると見込んだものでございます。

　目２、受託工事収益では、前年度に比

べ、２，７５４万３，０００円の減額と

なっております。これは、受託事業であ

る南千里丘土地区画整理事業に伴う、配

水管布設工事などが減少することによる

ものでございます。

　目３、その他営業収益では、前年度に

比べ、６４万８，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、住宅建設の減少などにより、設計

審査手数料や工事検査手数料が減少する

と見込んだものでございます。

　目４、受託事業収益では、前年度に比
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べ、３８７万２，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、下水道料金徴収受託料の算定基礎

の内容を精査したことによるものでござ

います。

　項２、営業外収益、目２、受取利息及

び配当金では、前年度に比べ、２０３万

５，０００円の減額となっております。

この理由といたしましては、金利の低下

により、預金利息や貸付金利息が減少す

ると見込んだものでございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１８万２，０００円を見込んでおり

ます。この内容といたしましては、土地

使用料では中央送水所及び鳥飼送水所の

用地賃貸料、施設使用料では太中浄水場

の施設賃貸料でございます。

　２６ページ、目４、雑収益では、前年

度と同額の１２万４，０００円を見込ん

でおります。これは、給水装置工事施工

基準の図書売却益や、行政財産の目的外

使用料などの収入を見込んでいるもので

ございます。

　目５、納付金では、前年度に比べ、１

億１，５６０万５，０００円の増額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、南千里丘における大規模集合住宅

の建設による納付金の増加などを見込ん

だものでございます。

　目７、他会計負担金では、前年度に比

べ、３９６万９，０００円の増額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、福祉減免に係る一般会計からの負

担金などの増加を見込んだものでござい

ます。

　次に２６ページから４３ページにかけ

ての収益的支出でございますが、款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費では、前年度に比

べ、１，５６７万４，０００円の減額と

なっております。この主な理由といたし

ましては、太中浄水場の委託料や修繕費

などは増加するものの、人件費や動力費、

薬品費、府営水の受水費などが減少する

ことによるものでございます。

　３０ページ、目２、配水・給水費では、

前年度に比べ、２，６７０万円の増額と

なっております。この理由といたしまし

ては、給配水管維持管理用の材料費など

は減少するものの、平成２１年度に実施

した機構改革に伴い、前年度当初予算で

は、目４、業務費に計上していた給水業

務係に係る人件費や委託料、修繕費など

を、平成２２年度当初予算では、配水・

給水費に振り替えて計上したため、配水・

給水費の人件費や委託料、修繕費などが

増加するものでございます。

　３４ページ、目３、受託工事費では、

前年度に比べ、２，４８９万６，０００

円の減額となっております。この主な理

由といたしましては、受託事業である南

千里丘土地区画整理事業に係る給配水管

布設工事などが減少することによるもの

でございます。

　目４、業務費では、前年度に比べ、４，

２６７万４，０００円の減額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

先ほども申し上げましたとおり、機構改

革に伴い、給水業務係に係る予算を配水・

給水費に振り替えて計上したため、減少

したものでございます。

　３８ページ、目５、総係費では、前年

度に比べ、２，６８８万７，０００円の

減額となっております。この主な理由と

いたしましては、備消耗品費や調査業務

委託料などは増加するものの、退職給与

金や非常勤職員の賃金などが減少するこ

となどによるものでございます。

　４２ページ、目６、減価償却費では、

前年度に比べ、１，０４６万円の減額と
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なっております。この理由といたしまし

ては、構築物や工具・器具及び備品の減

価償却費は増加するものの、機械及び装

置や車両及び運搬具などの減価償却費が

減少することによるものでございます。

　目７、資産減耗費では、前年度に比べ、

２５万１，０００円の増額となっており

ます。この主な理由といたしましては、

工具・器具及び備品の固定資産除却費は

減少するものの、機械及び装置や車両及

び運搬具などの固定資産除却費が増加す

ることによるものでございます。

　次に、項２、営業外費用、目２、支払

利息及び企業債取扱諸費では、前年度に

比べ、１，１９４万９，０００円の減額

となっております。これは、企業債借入

残高の減少に伴う企業債利息の減少によ

るものでございます。

　目３、消費税では、前年度に比べ、６

０１万２，０００円の減額となっており

ます。

　目５、雑支出では、前年度と同額の３

００万円を見込んでおります。この内容

といたしましては、水道料金の過年度還

付金などでございます。

　次に、項３、予備費、目１、予備費で

は、前年度と同額の１，０００万円となっ

ております。

　続きまして、４４ページ、資本的収入

でございますが、款１、資本的収入、項

１、企業債、目１、企業債では、前年度

と同額の３，０００万円となっておりま

す。これは、配水管整備事業費の起債を

予定しているものでございます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

では、前年度に比べ、５５万円の減額と

なっております。これは、消火栓３基の

設置に係る負担金を予定しているもので

ございます。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、摂津

市土地開発公社からの貸付金返還金とし

て５億円を計上しているものでございま

す。

　次に、資本的支出でございますが、款

１、資本的支出、項１、建設改良費、目

１、施設改修費では、前年度に比べ、９，

９９２万１，０００円の増額となってお

ります。これは太中浄水場の受変電設備

の更新、監視設備の一部更新、及び鳥飼

送水所の高圧受電遮断器の更新などを行

うものでございます。

　目３、固定資産取得費では、前年度に

比べ、６３０万４，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、車両及び運搬具の購入費は増加す

るものの、工具・器具及び備品や機械及

び装置の購入費が減少することによるも

のでございます。

　４６ページ、目６、配水管整備事業費

では、前年度に比べ、８５７万３，００

０円の増額となっております。この主な

理由といたしましては、鉛管対策工事費

が増加したことなどによるものでござい

ます。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金では、前年度に比べ、１，５２４万

２，０００円の減額となっております。

これは、起債の抑制などにより、企業債

未償還残高が減少したことによるもので

ございます。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、摂津

市土地開発公社への貸付金として、前年

度と同額の５億円を計上しているもので

ございます。

　項４、予備費、目１、予備費では、前

年度と同額の５００万円を計上いたして

おります。

　以上、平成２２年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１１号、平成２１
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年度摂津市水道事業会計補正予算（第３

号）につきまして、目を追って主なもの

について、補足説明をさせていただきま

す。

　補正予算書９ページ、補正予算実施計

画説明書をご参照願います。

　まず、収益的収入でございますが、款

１、水道事業収益、項１、営業収益、目

１、給水収益では、１億１９７万３，０

００円を減額するもので、この主な理由

といたしましては、水需要の減少による

ものでございます。

　目２、受託工事収益では、２，５１５

万８，０００円を減額するもので、これ

は公共下水道工事に伴う給配水管移設工

事の減少などによるものでございます。

　次に、収益的支出でございますが、款

１、水道事業費用、項１、営業費用、目

１、原水・浄水及び送水費では、１，４

００万円を減額するもので、これは動力

費や薬品費、府営水受水費が減少するこ

とによるものでございます。

　１０ページ、目２、配水・給水費では、

７５１万４，０００円を減額するもので、

これは耐震調査業務委託料の執行差金な

どによるものでございます。

　目３、受託工事費では、２，４３４万

２，０００円を減額するもので、これは

公共下水道工事に伴う給配水管移設工事

の減少や、南千里丘土地区画整理事業に

係る配水管布設受託工事の執行差金など

によるものでございます。

　目５、総係費では、３０万６，０００

円を減額するもので、これは職員厚生会

補助金を減額したことによるものでござ

います。

　項２、営業外費用、目２、支払利息及

び企業債取扱諸費では、３１万７，００

０円を減額するもので、これは前年度に

起債した企業債の利率が当初の見込みを

下回ったことによるものでございます。

　１１ページ、目３、消費税では、８７

万７，０００円を減額するもので、これ

は給水収益の減少などにより、仮払い消

費税に比べ、仮受け消費税が減少するた

め、税務署に納める消費税及び地方消費

税が減少することによるものでございま

す。

　項３、特別損失、目１、特別損失につ

きましては、転出先不明及び企業倒産等

による水道料金等の実質的な徴収不能分

を欠損処分するため、１，２０２万４，

０００円を計上するものでございます。

　続きまして、資本的支出でございます

が、款１、資本的支出、項１、建設改良

費、目１、施設改修費では、３，５０８

万円を減額するもので、これは太中浄水

場の施設改修工事などの執行差金による

ものでございます。

　１２ページ、目３、固定資産取得費で

は、９３５万４，０００円を減額するも

ので、これは軽ダンプカーや量水器購入

の執行差金などによるものでございます。

　目６、配水管整備事業費では、１，０

６６万６，０００円を減額するもので、

これは配水管布設工事に係る執行差金な

どによるものでございます。

　以上、平成２１年度摂津市水道事業会

計補正予算（第３号）の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４６分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、何点か質問

させていただきます。体調が悪いので余

り難しい質問にはならないかもわかりま

せんが、申しわけありません。

－24－



　まず最初に、給水量でございますが、

先の公共下水道特別会計予算の審査のと

きも聞きましたけど、やっぱりこれどう

いう見方をされているのかということ確

認をしておきたいと思います。平成２２

年度の年間総給水量は、１，１２６万５，

０００立方メートルというふうに見られ

ていますけど、景気の問題とか、その減っ

てきているということについての中身を、

さらに大型のこの利用者が減っているん

だとかいろいろあると思いますから、少

し詳しくこの辺の説明をお願いします。

　２番目でございますが、大阪府営水の

単価の問題です。これは本会議でもいろ

いろと言われていましたし、大阪府も発

表されていますから、一度、念のため確

認ということで、いつ頃からどれぐらい

の単価に下げられるという予定になって

いるのか、最新のことを確認したいと思

います。それで、本市ではそれによると

前年度の実績でいいですが、削減額、こ

の大阪府営水の給水に関連してどれぐら

い減額になるのかということを最初に確

認したいと思います。

　３番目、人件費でございますが、第４

次行革の中では、人件費削減ということ

が１つの大きなテーマということでござ

いまして、特にこれから現業職の皆さん

についてはいろいろと頑張っていくとい

うことでございました。水道部にあって、

この具体的にはどういう目標を掲げるこ

とになるのか、これは水道部が掲げると

いうことではないのかもわかりませんけ

ども、いろいろと第４次行革の中でも、

先ほどの下水道３課との統合の話とかち

らちら見えてますから、そういうことも

あわせて人員削減という面での考え方を

お示しください。それから、この同じく

第４次行革の項目の中では、工務課の宅

地内修繕業務を再構築しますという項目

がありますけども、このことについての

考え方をご説明いただきたいと思います。

　４点目、太中浄水場の夜間業務委託、

いよいよ４月から始まりますけども、前

に聞いたスケジュールで言いますと、も

う既に業者も決まって、研修に入られて

いると、こういうふうな段取りだと思う

んですが、この段取り、今どこら辺まで

いってて、あとどういう段取りで委託に

向けていくのかということと、それから

その業者も決められていると思うんです

が、どういうようなところに決まったの

か、決まって既に来られている作業員も

限定されているというふうにやってると

思いますが、初めてですし、水というの

は命のもとですし、それは厳選に厳選を

して選ばないといけないということもあ

るし、しっかりと仕事をきちっとしても

らうということについても、能力の適正

とかいろんな面があると思うんですが、

今の段階で我々を安心させてもらえるそ

ういう材料、説明があればしっかりお願

いしたいと思います。

　５番目、浄水・送水施設整備計画です。

先ほども若干説明がありましたが、平成

２２年度は受変電設備の更新ということ

になっています。このことについて、受

変電設備の経年変化も平成２２年でない

とだめなんだという、そこら辺も含めて

詳しく説明をお願いします。

　６番目は、鉛管の切替えでございまし

て、平成２２年度は鉛管の切替予定をふ

やすというのは先ほどご説明もありまし

た。それで、年次計画に基づいてこれは

ちゃんとやっていってますというような

ことで、主要事業一覧の中にも書いてあ

ります。平成２２年度の鉛管取替予定数

は、一体幾らを予定されているのかとい

うことと、それから年次計画の示せる範

囲の中で何年まで、この取替えについて
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進めていくという計画になっているのか、

計画の概略を示せるのであればお示しい

ただきたいということです。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　それでは給水量が現

在どのようになっているのかというご質

問でございますが、営業課の方におきま

しては、有収水量でお話を申し上げたい

と考えております。

　まず、平成２１年度の予算ベースにお

きましては、１，０８０万１，６００立

方メートルで予定しておりました。２１

年度末の見込みでは、現在１，０４７万

６，９００立方メートルの見込みを市が

しておりまして、水量的には約３２万４，

７００トン減少するのではないかという

形で補正を挙げさせていただいておりま

す。

　この主な理由でございますが、まず２

１年度予算ベースでは、平成１６年、あ

るいは平成１８年、平成１９年におきま

しては、約０．５％から０．８％の水量

の減少でございました。そのため、平成

２１年度予算ベースでは、約０．６５％

ずつの減少で見込んでおりましたが、実

際には平成２０年９月１５日でしたです

か、リーマンショックが起きまして、１

００年に１度と言われる経済不況が訪れ

ました。その結果、２０年の後半そして

２１年度に入りまして、大体年間平均し

ますと、平成２０年度以降は自然減少が

約１０万トンぐらいの減少に推移しておっ

たところでございますが、平成２２年の

１月末現在で、水量が１万トン以上の事

業所６７社、この６７社だけで昨年度の

同月比で見ますと、約１１万トン減少し

ております。また、２月末の現在では、

１２万５，０００トンの減少を水量的に

はしております。

　現在、６７社中５６社が水量減で減収

というような形になっております。また

同じく、水量が１万トン以上の集合住宅

が２４ございまして、そのうち２２の住

宅が水量が減っております。水量的には

約４，８００立方メートルの減少となっ

ているのが現状でございます。この２月

末日の現在を見ますと、２月末日現在全

体では水量が約２５万トン、１月末現在

２２万５，０００トンの減少でありまし

たが、年度末では２５万トン以上の減少

になるのではないかと。１月末現在では

７，６８３万円の減収になっています。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　民間委託についてなんで

すけれども、提案書を提出してもらった

のが６社、そのうちの２社が辞退されま

して、残り４社でまた入札という形にな

りました。それと、平成２２年４月１日

から平成２５年３月３１日の３年間とい

う形でございます。

　それと、業者は高田株式会社に決まり

ました。

　それと、従業員の方につきましては、

責任者を１名置くという形とらせていた

だきまして、水道浄水施設管理技士３級

以上の資格を有すること、それから学校

教育法に基づく高等学校以上の過程を修

め、卒業した者、浄水場の運転管理業務

実務経験３年以上の人が責任者。それか

ら技術員です。学校教育法に基づく高等

学校以上の過程を修めて卒業した者で、

浄水場の運転監視業務の実績経験１年以

上を有する者という形で募集をいたしま

した。それで、今現在研修をしているん

ですけども、６人の人が来ていただいて

まして、そのうちの浄水施設管理技士３

級の方が３名おられます。それから、水

道技術管理者が２名おられます。それか

ら、電気主任技術者の方も１名おられる

ということです。
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　それから、２月１日から３月３１日ま

で研修を行っていますけれども、３月２

２日から実際夜勤の勤務に入っていただ

くように、今、研修を行っておるところ

でございます。

　２２年度の施設整備ですけれども、太

中浄水場の受変電設備は高電圧で６，６

００ボルト受電しております、それはポ

ンプとか機械の動力を初めとする計測、

通信、情報等に使用しておりますが、昭

和５９年に一度更新をしておりますが、

その後点検、修理等行っておりますが、

耐用年数が２０年を超すということです

ので、老朽化も進んでおりますので、２

２年度に更新を行いまして、浄水場の安

定した運用を確保するつもりでおります。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　３番目の宅地内修繕業務

の再構築についての考え方なんですけど、

年間、今現在でしたら８００件近い電話

相談なり、修繕依頼がある中で、我々今

現在、宅内も含めて第１係の直営で修繕

関係を行っております。

　その中で、大体３割以上が最近の給水

設備において、メーカー関係も含めてい

ろんな多種多様な器具があって、うちの

方ではなかなか修繕できないという部分

がありまして、そういった面では今後効

率も含めて考えたときに、民間委託も含

めてどうかなということを、今後市内な

り、それなりの指定店のアンケート調査

をしながら、どういう形が今後一番市民

にとってサービスの低下をさせない中で

やっていくのがベストかということも含

めて、また今後退職者の不補充の中でそ

ういうことも含めて、今以上のサービス

をしていくかということを含めて、今後

考えていきたいなということで、宅内修

繕の再構築というふうにも今現在考えて

るところであります。

　それから、６番目の鉛管対策事業にお

いてなんですけど、委員もご存じのよう

に、平成１５年に水質基準が変わりまし

た。これは鉛管の濃度が０．０５から０．

０１ということで、私ども平成１５年に

現場の実態調査をしながら、そこで確認

されているのが、大体そのときに１万３，

２００件ぐらいということで、これ厚労

省の指導により、大体１０か年計画で鉛

管を解消してほしいという要望がありま

した。

　そういった中で、１０年間の計画を立

てた中で、今後財政も含めていろんな中

で考えたときに、今の状態ではなかなか、

１０年間では済まないということで、当

初平成２５年まで計画をしておりました

が、平成２８年まで、３年間延ばした中

で計画を立てております。

　そういった中で、２０年度で９，０１

４件残っておりますけど、２１年度の２

月現在では４４０件ほど消化しておりま

すので、あと残りが８，５００ぐらい残っ

ております。最終的には２８年度でとの

思いはありますけど、財政と相談しなが

ら、最終的には年間１，０００件等も出

てきますので、その辺も含めて今後解消

に努めていきたいなというふうに考えて

おります。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、まず府営水

の単価ですが、いつごろからどのように

下がるのかというご質問でございますが、

一応、府の方から説明受けておりますの

は、平成２２年４月から、１トン当たり

８８円１０銭を１０円１０銭値下げして

７８円になるというふうに聞いておりま

す。

　それから、削減額と言いますか、効果

額ですね、私どもが受ける効果額は、今

現在承認水量が年間７５８万トンでござ
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いますので、単純に１０円１０銭を掛け

ますと７，６５５万５，０００円ほどの

削減効果ということになりますが、また、

営業課長も給水量のところで、ご質問の

中で申しておりましたように、水需要が

非常に減少しております。ですから、２

２年度も承認水量の削減をお願いしよう

というふうに考えておりますので、実際

の削減の効果額はこの７，６５５万５，

０００円よりもさらに１０万トン分とか、

あるいは２０万トン分とか下がってくる

というふうに考えております。

　それから、人件費の削減でございます

が、これにつきましては、平成１６年に

水道部におきましては、職員数適正化計

画というのを立てました。

　その中で設定しましたのは、水道部の

職員数を、当時６３名の職員がおったん

ですが、それを４６人に削減するという

計画を立てました。それにつきましては、

今年度末には達成して、平成２２年４月

１日には、一応予算上では４１名の常勤

職員と７名の再任用短時間勤務職員の合

計４８人の体制になると思っております。

　今後におきましては、定数内職員数で

申し上げましたら、その４１名から、さ

らにもう少し人数は下がってくるという

ふうに考えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　一通りいただいたんで

すが、まず、給水量の関係と、あとは府

営水の関係と、あわせてになりますけど、

先ほど、承認水量については削減をする

という方向で検討していきたいというこ

とでございました。

　それで、ここで確認をしたいのは、府

営水が単価が下げられたということでご

ざいまして、昔一度府営水のいろんな送

水費用というのも含めて、給水費用と言

うんですか、それを出してもらったこと

がありましたが、府営水の場合ですと、

何もかもひっくるめたら、給水する原価

ですか、原価はこのぐらいになりますよ

というのを、わかればお示しいただきた

いんです。これは１０円１０銭下がった

ということでね。それからもう一つは、

太中浄水場でつくられた水の施設の費用

というのも含めた給水原価ですね、これ、

出しておられないのかもわかりませんけ

ど。

　今回、太中浄水場の夜間の委託で若干

安くなりますね。これは効果、予想され

たものとどうか、わかりませんが。安く

なった分も加味したりして、これは太中

浄水場の分が安ければ、これはもう太中

浄水場をどんどん重要視していく。そう

いう意味だけじゃないですけどね、太中

浄水場はやっぱり地震のときなどには自

己水という大事な使命がありますけども、

経費面についてもやっぱり納得のいく説

明が必要やと思いますから、そういう面

で、今ちょっと片方の単価が１０円１０

銭下がりましたね。

　その辺で、同じ給水原価として比べる

数字があるのであれば、お示しをいただ

いて、太中浄水場の方が随分安くできて

るんだということを確認したいと思うん

ですが、この辺、お願いしたいと思いま

す。

　さっきの件でもう一つですが、あとは、

水道料金の値下げと、先ほどの７，６０

０万円、もうちょっと下がるかもわかり

ませんが、これは単純に言って、府営水

が下がった分ですから、これを値下げに

利用するということは可能なわけですが、

代表質問でも一部答弁されていましたけ

ど、では、どれぐらい今回は下げるのか

ということになるんですが、これは考え

方をどう持っておられるのかね。いつま

でにそれを決めようという考え方になる
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のか、もう下がるのだから、本当言った

ら、４月１日から下がるということであ

ればね、同時スタートでもよかったと思

うんですが、ではいつの段階から、下げ

ていくいう方針で、何ぼ下げるのかとい

うことになるのか、一度お示しください。

　それから、人件費ですが、平成２２年

４月１日では、もう１０年間の目標をク

リアして４１名の常勤職員になるという

ことでございます。さらに、これ第４次

行革の中では、さらにまた人員削減とい

うことはうたってありますし、サービス

向上、それからノウハウ、技術、これも

しっかりと残した上で人員を削減すると

いうことでございますので、これはしっ

かりと取り組んでいただきたいというこ

とで、特に水道部の皆さんは技術の分野

の人ですから、そういう技術をしっかり

高めると、人数が減ったとしてもしっか

り継承して高めていくということについ

ては、絶えず努力をしながら、また一方

でちょっと相反しますけど、人数が削減

されていくということは、これは両方、

ちょっと相反しますけども、しっかり取

り組んでいただくということで、これは

要望としておきます。

　それから、太中浄水場の夜間業務委託

でございますが、先ほど、Ｔ社というと

ころが落札されたということでございま

して、６人でございまして、資格はご答

弁いただきました。実際に研修されてる

のは、皆さん研修に立ち会われていると

思いますし、資格は資格として、どうい

う方々なのかということが非常に気にな

りますからね。非常にまじめな人である

とか、いろいろ評価はあると思いますが、

総合的に委託に耐え得る、そういうちゃ

んとした方が来られてますよとかですね、

何かちょっと言ってください。そのこと

についてね。

　それから、３月２２日より、いよいよ

業務委託が始まるということですから、

もう間もなく、だからもう最終仕上げ段

階ぐらいに入っているんだろうと思うん

です。そういう意味では、業務について

も、その辺の研修の内容についても、も

う十分なところになってますとか、そう

いうことも含めて経過を、研修されてる

中身の経過、３月２２日からだったら前

倒しにちょっとなってますが、十分な状

態になってるのかどうか、それもあわせ

てお願いしたいと思います。

　それから、入札単価ですが、これは去

年補正予算のときの議論では、大体年間

１，１００万円ぐらいの削減になります

という答弁がありましたけども、それは

どうなったのかね。入札単価、もう少し

下がったのかもわかりませんし、この辺

の見込み額が変化があれば、あわせてご

答弁お願いしたいと思います。

　それから、受変電設備の更新でござい

ますが、昭和５９年に更新されたものが、

今、２０年の耐用年数で、２７年になる

んですかね。２７年目ということでござ

いますが、これは更新しないかどうか、

私は現物を見てないのでわかりませんが、

あと３年ぐらい頑張れたのではないのか

なということも、治し治しやってはるで

しょうからね。それでも万が一何かあっ

たら大変なことになると、また水を濁ら

せてしまうというようなこともあるのか

もわかりません。この辺も、２７年たっ

たということについて、水道部としての

考え方、もうちょっと辛抱して、使えて、

少しずつおくらせていくことによって、

出費を少しでもおくらすという考え方が

できなかったのか、この辺もあわせてお

願いします。

　鉛管の切替えですが、今までの経過は

わかりました。１０年計画があるという
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ことでございましたが、見たことはない

んですけど、これは平成２８年まで計画

し直したということでございますから、

もし、これはお示しできるものであるな

らば、一度見せていただきたいというこ

とで、資料要求としておきたいと思いま

す。

　それから、平成２２年度の目標値、切

替目標がおっしゃられていませんでした

から、２２年の目標をおっしゃってくだ

さい。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　鉛管の２２年度の目標な

んですけど、鉛管対策として、路線が８

路線、それから件数は１５４件、それ以

外に、前にも説明しましたように、いろ

んな維持管理事業や修繕、それから新規

の、新しく改築とかいう工事もあります

ので、そういった面では大体３６９件が

予定されております。全体として５２３

件を、２２年度については、鉛管改修を

予定しております。

　鉛管の２８年度までの資料については、

また後ほどお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　民間委託の件ですけども、

６名来ておられまして、この間、１２日

に自社で安全教育というのを自主的にやっ

てもらってますし、停電等のシミュレー

ションをつくりまして、それで出勤して

こられましたら、委託会社の人だけでシ

ミュレーションを練習しておられるとい

うような形で、見ている限り、大分吸収

してもらって、それで２２日から夜勤に

なるんですけども、職員と一緒にやりま

して、ほとんどもう職員が手を出さない、

後ろで見てるいうような形で、やってい

けるところまで進んできてますので、こ

れは安心できると思っております。

　それと、受変電なんですけども、電気

設備につきましては、毎年１年精密点検

を行っております。その中ででも、更新

時期ですよという指摘も受けておるんで

すけども、受変電設備は屋外にありまし

て、雨等にさらされまして、ペンキ等塗っ

ておるんですけども、下の方がもうぼち

ぼち腐ってきてるというような状況になっ

てますので、やっぱり湿気が多いですの

で、３階の電気室の方へ上げる方が今後

のためにもよいかと思います。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、一番目のご

質問にお答えいたします。

　太中浄水場の水をつくる原価ですね、

これが重要ではないかと、これがもし、

大阪府から買います府営水の単価よりも

高ければ、どんどん府営水を買うことに

して、太中浄水場の水を減らしていった

らいいんじゃないかというような趣旨か

と思いますけども、私ども持っておるデー

タが少し古いんですけども、太中浄水場

での水の自己水の製造単価は、平成１８

年度で６３円余りというふうに計算して

おります。

　その後は、さらに職員数等削減してま

すので、その後計算はしておりませんけ

ども、この額をさらに下回っているもの

というふうに考えております。ですから、

府営水を買うよりは、自己水の稼働率を

維持する方が得策だというふうに思って

おります。

　それから、７，６００万円あるいは７，

５００万円ほどの大阪府営水の値下げ効

果があるけれども、どれぐらい下げるつ

もりなのかと、またいつごろから下げる

つもりなのかというようなお問いでござ

いますけども、私ども考えておりますの

は、この効果額の範囲内で、いろいろ施

設整備もやっていかないかんというよう

な分もございます。また、施設整備に当
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てるべきじゃないかというようなことを

おっしゃるご意見も聞いております。

　ですから、そういったこともあります

ので、７，５００万円を丸々、水需要が

非常に減少している中で、丸々市民に還

元してしまうことは、なかなか難しいか

なというふうに思っておりまして、慎重

に、その下げ幅と言いますか、削減額は

検討したいというふうに思っております。

　いつごろからということでございます

が、私ども６月の議会に私どもの水道料

金の値下げの案を提案させていただきた

いというふうに思っております。

　それから、実施には、システムの修正

等時間が少しかかりますので、１０月１

日から値下げというような、それぐらい

のスケジュールで考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

　それから、太中浄水場の入札の単価な

んですけども、かなり効果が出てるんじゃ

ないかというようなご質問だったと思い

ます。私ども昨年の１２月に提案させて

いただいた折には、１年４，５００万円、

３年間で１億３，５００万円の委託料の

債務負担行為を取らせていただきました。

　その後、入札をさせていただきまして、

１年につき約１，９３１万３，０００円、

３年間で５，７９３万９，０００円の委

託料で済むと言いますか、その額で入札

をされております。

　したがいまして、入札率は４２．９％

で落札されたということでございます。

○山本靖一委員長　受変電設備のことで、

もう少し使えなかったかという問いがあ

りました。林課長、答えてください。

○林浄水課長　下の方が腐ってきており

まして、それで、電気の保安点検に入っ

たときに、ネズミが感電して死んでたと

いうことがありましたので、注意はしとっ

たんですけども、やっぱりそういうふう

に下の方が穴があいてきてるというよう

な形で、やっぱり安全のためには上へ上

げてやるべきだと思います。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　お答えをいただきまし

た。最初にそれぞれの水単価ですね、太

中浄水場の、平成１８年度では６３円で

あったということでしたけどね。これは

単価でも安いということは非常に市民的

にも納得ができるということで、府営水

を下げるという方針で、これはそういう

方針でいったらいいと思うんですが、ま

た機会を設けて、さらにこの委託も含め

たような部分での金額を一遍出していた

だいて、さらに説明しやすいようなこと

にしていただきたいなと。今のご答弁で

すと、多分６３円が６１円とかに下がっ

てるかもわからんいうことですよね。

　ですから、その辺をちょっとこだわっ

ていただきたいと思うんです。やっぱり

太中浄水場の水が、地震災害のときの水

でもあるし、またつくってる単価も非常

に努力して安くつくってるんだと。それ

で府営水は安くしてますけど、１０円下

がったけど、それでもまだ太中の場合は

頑張って安くつくってますというふうな

ことを、しっかり水道部としてはＰＲで

きるぐらいに、これは一遍単価を出しと

いていただきたいというふうに思います。

　それで、府営水についてはやっぱり先

ほど言いましたように、さらに下げると

いうことについてのご努力は、これから、

平成２２年についてもしっかり行ってい

ただきたいということで、これは要望と

しておきたいと思います。

　それから、一遍、太中浄水場の業務そ

のものについて、今は夜間だけの委託で

すけど、もう少し踏み込んで委託をする

ということが可能ではないのかと。これ

は以前にも議論はあったと思うんですけ
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どね、もう少し、外部委託をふやしてい

くということについての考え方について、

一度これは聞いておきたいと思います。

　それから、太中浄水場の夜間作業につ

いてでございますが、年間４，５００万

円のものが１，９３１万円ですか、びっ

くりするほどの差額になっていますが、

これで仕事の方も大丈夫だということな

んですかね。

　これは、もしそれが真実なら、これは

もう何も言うことはないんですが、６名

の方が働いて、これでええのやろかと。

労働基準法的にもどうなんだというよう

な単価になるんじゃないかなと思うんで

すけどね。外注とはいえ、やっぱり、市

の施設で働いてもらうということですか

ら、余りにも劣悪な、低賃金とか、そう

いうのになると問題があるのではないか

と思うんですが、今聞いてびっくりした

んですけど、その辺のことについて、も

う一度見解を述べていただきたいと思い

ます。

　それから、受変電設備ですが、もうひ

とつ納得のいく説明にはなってないです

けど、下が腐ってるから上へ上げた方が

いいに決まってます。それはいいに決まっ

てるんですけど、今までその状態が続い

てきたので、もう少し延ばすことができ

るのではないのかなということに対し、

逆に言うとできませんという、ご説明が

いただきたかったわけですが、もうこれ

は余り深く追求はいたしませんけども、

使えるものはしっかり使うという考え方

をやっぱり持っていていただきたい。

　車でも何でもそうですけど、やっぱり

１５年とか１８年とか乗って、なるだけ

使おうというようなことで、頑張って、

財政、やっぱりまだまだ厳しいときです

から、水道は余り厳しくないかもしれま

せん。だけど、同じような思いに立って

ね、できるだけ使えるものは使うという

考え方の中で、更新計画も、全体もそう

ですけど、やっぱり早め早めに変えると

いう考え方もありますけども、その辺の

バランスをしっかり取っていただいて、

それでいってもし何か事故が起こったら、

これは責任もあるわけですけど、そうな

らない範囲の中で使えるものはできるだ

け使うということで、もったいないから

ね、使うということで進めていただきた

い。更新計画全体でそうですが、しっか

り見直しもやりながらやっていただきた

いということ、これは要望としておきま

す。

　給水の鉛管切替計画でございますが、

平成２２年度は５００件程度の目標でと

いうことで、まだまだ先が、なかなか遠

いような気がいたしますが、９，０１４

件残っとって、年間５００件程度やった

ら、平成２８年までいったって、達成に

は、きっとどこかでピッチを上げていか

んとあかんようなことになるんですよね。

　だから、それも含めて、一度、この計

画はまたいただきたいということで、要

望としておきます。これは頑張っていた

だきたいということでございますので、

要望としておきます。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、太中浄水場

の委託の拡大をできないかと、そういう

考え方はないのかというようなご質問で

ございますが、私ども、太中浄水場の運

転監視業務につきましては、先ほども申

し上げましたように、稼働率を高めれば、

それなりに効果のある施設というふうに

考えておりますし、危機管理の面からも

ですね、府営水と自己水の二つの水源を

持っているということは、これは危機管

理上有利というふうに思っております。

　ただ、そういう重要な施設というふう
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に考えておりますので、単純に委託を拡

大していきますと、私どもが太中浄水場

を運転管理するノウハウと言いますか、

技術が失われてしまいますので、そのノ

ウハウは我々が保持したい、保持した状

態で、委託を拡大するという、そういう

方法を取らないといけないというふうに

思っております。

　したがいまして、それではどれぐらい

できるかといいますと、今は夜間だけの

委託でございますが、最大限考えても、

ノウハウを保持しておこうと思えば、土、

日あるいは休日の昼間の運転監視業務の

委託という、それぐらいが限度ではない

かなというふうに考えております。

　それから、委託料が、落札額が非常に

少ない額で落とされているので、本当に

それは大丈夫なんですかというお問いで

ございますが、委託契約につきましては、

一般的に最低落札額と言いますか、そう

いった額を設定しない例も数多くありま

して、私どもも最低の入札額というのを

設定しなかったんです。

　はっきり申し上げまして、今回の落札

額は、これは一般的に言えば非常に低い

額であるというふうに思っております。

ただ、その落札された業者さんの方から

しますと、たまたま北摂に本社のある企

業でございまして、それにもかかわらず、

この北摂で、こういう浄水場の運転監視

業務等の受託を１件もこれまで成功させ

てくることができなかったということで

ございまして、赤字を覚悟で、落札に臨

んだというふうに聞いております。

　したがいまして、その人的な面で、劣

悪とか、そういったことは心配していた

だかなくて結構ですと、赤字は覚悟の上

で落札してますというような返事はいた

だいておるんですけど。私ども、十分に、

今後も受託の状況を十分監視してまいり

たいというふうに思っております。それ

から、連携も十分に図ってまいりたいと

いうふうに思っております。

　受変電設備につきましては、これは昭

和５９年に設置したもので、耐用年数が

一応２０年で設定しておりました。した

がいまして耐用年数はもう経過をしてお

りまして、年数的には、やはりもうそろ

そろ更新しないと、電気系統ですので、

万一、この受変電設備に、故障しますと、

太中浄水場がとまってしまいますので、

そうなりますともう大変なことになりま

すので、やはりこのあたりで更新をした

いというふうに考えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　受変電設備ですが、さっ

き言いましたけれども、事故が起こるま

で使うというのは問題があったとしても、

使えるものはできるだけ長く使うという

考え方はしっかりと大事にしていただき

たいということを要望しておきたいと思

います。

　それから、太中浄水場の委託業務は赤

字覚悟で取りましたということで、いい

んでしょうか。それは、実績づくりとか、

会社にとってはいろいろ戦略があるんで

しょう。ここでもうけなくても、次また

どこか、茨木かどこか、次のところでしっ

かりまたもうけますみたいなことがある

のかもわかりませんけどね。無理してやっ

ぱり長続きできないと思うんですね。やっ

ぱり、これ、１年じゃないですから。だ

から、そういう意味では、やっぱり、考

え方の中に、ある程度適正な価格があっ

てしかりだと思いますけどね。この辺は

どうなんでしょう、これはもう一応、後

の方の議論に委ねたいと思いますが。私

はその考え方はまずいんじゃないかと思っ

ています。それ以上は言いませんが。

　それから、太中浄水場のあえて業務委
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託を行うとすれば、土、日、祝日という

ことが可能性がありますということでご

ざいますので、これはこれで一定また、

今後の課題として考えていただきたいと

いうことを申し述べさせていただいて、

質問を終わります。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　先ほど、藤浦委員の方も

ご質問されましたが、重複することはお

許しをいただきながら、まず、水道料金

についてお尋ねをいたしたいと思います。

　これにつきましては、ご案内のとおり

大阪府営水道と大阪市水道が統合しよう

ということで動きがありまして、それが

統合することができなかったということ

により、大阪府内の市町村等の関係から、

大阪府は値下げをするということに決定

をいたしました。

　これは、先ほどもご説明ありましたよ

うに、１０円１０銭下げるということで

あります。それは大阪府の府営水道の余

剰金を使って財源に充当していこうとい

う動きであります。

　本市におきましても、先のこの改定で

１４％の値上げをいたしまして、現在十

数億円の余剰金があるわけであります。

　そういった中で、今後の施設改修等も

踏まえて必要なんだというご説明であり

ますけれども、私は最低限大阪府が値下

げする部分については、その分は当然充

当するべきであると、その分は最低値下

げをするべきである、こういう考えであ

ります。

　大阪府に支払います６億９，５６３万

８，０００円、これ、先ほどご説明あり

ましたように７，５００万円が下がるわ

けでありますし、太中の原価が６３円、

６１円と言われてましたけれども、そう

いう状況をいろいろ勘案いたしますと、

もう少し値下げ幅を考えてもいいんじゃ

ないかというふうに考えております。６

月の議会に上程をさせていただいて、１

０月実施ということであります。これで

半年おくれましたら、２，５００万円か

ら２，６００万円の差益が出るというこ

とであります。そんなことを踏まえて考

えをお聞きをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　中岡部長。

○中岡水道部長　今、原田委員の方から

ご質問ございましたが、その７，５００

万円全額値下げすべきではないかという

話ではございますが、私どもの経営状況

については確かに２１年度末でも約９億

円、未処分利益剰余金がございます。

　ただ、本会議の方でも説明させていた

だきましたように、今後２８年までの７

年間で約４２億円の施設改修費が必要で

ございます。

　収入と差し引きしますとまだ約７億円

程度余るような予定になっておりますけ

れども、現在の経営状況で申しますと、

対前年度平成２０年度につきましては約

８，９００万円、給水収益が下がってお

ります。

　それから、２１年度の見込みで申しま

しても、対前年度１億円程度下がる見込

みをいたしております。

　こういう状況は、多分リーマンショッ

クも含めて大幅な下げ幅を示していると

思いますけれども、今後どれほど水需要

が回復するかによって、やっぱりそのと

ころは慎重に考えないと、私どもの市長

も今後１０年間は値上げはしないという

話もしております。

　そういうことも含めますと、例えば今

値下げして、すぐに値上げをするという

ような話もできませんので、その辺のと

ころについては、その施設改修なり水需

要なり、十分に勘案しながら検討させて

いただきたいと思っております。
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○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　部長からご説明をいただ

きましたが、あくまでも公営企業である

という趣旨を十分ご理解いただいて、公

共料金であるという建前、そういうもの

を踏まえて、公営企業もバス業務とか、

いろんな交通の公営企業もありますし、

そんな状況すべて、公営交通なんかは赤

字なんですよ。それでも、やはり何とか

市民の足を確保するために守っていこう

と、こういう姿勢なんです。

　水道もそういう状況でありますから、

別にたっては言いませんけれども、今の

摂津市の現状を踏まえて、私、前回の改

定時に、いろいろ私も民主党として意見

申し上げました。それは聞き入れていた

だくことができなかったけれども、今日

に至ってやはり余剰金が１０億円足らず、

資産を含めて、私はあるというふうに思っ

てます。

　今後４２億円という数字は出されまし

たけれども、これは起債だって認められ

るし、それまでの間やっぱり経営努力を

十分されて、今までも努力をされてきた

結果がこういう状況も踏まえているので、

やはり需要予測は下回っても、最低限、

買う部分が下がってる分だけぐらいはやっ

ぱり下げるべきだと、こういう見解を持っ

ておるんです。私どもの意見としてね。

　多分部長も同じ考えだと思うんですけ

れど、将来を見越して、そういうご発言

をされてるんですけれども、３か月余り

検討されるわけですけれども、そういっ

た意見について、もう一度考えを聞かせ

ていただけたらと思います。

○山本靖一委員長　中岡部長。

○中岡水道部長　大阪府営水が１０円１

０銭値下げされたいうことで、その約７，

５００万円の分については、両方の意見

があると思います。安定給水のために全

額施設の改修等に前倒しで使えという話

もありますし、一方で今、市民の状況の

方を見たときに、すべて値下げすべきで

はないかという話もございます。

　ただ、私ども、やっぱり今、余剰金と

言われましたけども、その余剰金という

考え方を持っておりません。やっぱり今

後の施設改修費に対して、どれだけの原

資が必要かということを考えた上で、今

まで経営努力もしてきたわけですから、

ですからその中でやっぱり今後料金改定

とかもしない形で、安定給水を持続して

いくということを考えるのであれば、慎

重に考えなければ、全額を値下げに今使

うということについては、現在の給水状

況なりを見ると厳しいのではないかと思っ

ております。

　ですから、両方の意見はよくわかるん

ですけれども、慎重に検討させていただ

きたいと思っております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　議論は平行線になると思

いますので、意見だけ申し上げて終わり

たいと思いますが、大阪府営水道だって、

そのこともあるわけです。やっぱり村野

浄水場の維持管理あるいは将来的なこと

も踏まえて、最近には能勢あるいは豊能

の方まで府営水が届きました。そういう

いろんな状況を踏まえても、大阪府は府

民の暮らし、あるいは将来的なことを踏

まえて１０円１０銭値下げするんですか

ら、本市もやはりいろんな計画があった

としても、その趣旨を踏まえて、市民は、

大阪府は府営水が下がってるやないかと

いうことを言われたとき、我々としては、

どう説明をすればいいのかと、こういう

ことがあります。もう全くの、累積赤字

が非常に多いんだということであれば、

まだ理由を言えるけれども、余剰金が９

億円もあるのに、何でしてくれへんねん
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と、こう言われたときに、私たちとして

も言い返す言葉がないという考えで、こ

の３か月間、一生懸命将来のこと踏まえ

ていろいろご検討賜ることをお願いして

終わります。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　給水収益の件ですけれ

ども、１万トン以上の企業が６７社、そ

の中で５６社が減少してるということな

んですけれども、とりわけこの市内の大

手７社関係でありますが、その辺で顕著

に使用量が減ってるという企業は、代表

的にはどういう企業なのか、大手７社の

うちの減少率みたいなものが、もしわか

れば教えていただきたいなと思います。

　それと、水道料金の値下げの問題、先

ほど来議論されておりますけれども、大

阪市の水道と府の水道との統合が頓挫を

しましたけれども、当然これはいろいろ

検討されて、統合が成功する場合もあっ

たと思うんですね。

　だから、そういう点では、摂津市の水

道として、もし統合されたときにはどう

なるかということの試算もされたと思う

んです。そうなってくると、今回の値下

げの根拠になってる府営水の金額がその

まま当てはまっていくかということにな

ると、私は若干そうではないかなという

気もしますし、その辺で、もし仮に今後

そういう統合がされる場合もなきにしも

あらずですから、そうなった場合にはど

うなるのかということの試算もされたと

思いますので、その辺のご報告を一つお

願いしておきたいと思います。

　それと、太中浄水場の夜間業務の民間

委託の問題ですけれども、私も業界関係

の人に聞きますと、非常に今回の落札金

額というのは、もう全く想像のつかない

破格の金額だということも聞いておりま

す。

　そういう点では、下水工事などでも上

限、下限を摂津市は設けておりますし、

それを公表しております。今回特にこの

水道の入札は上限、下限を設けなかった

ということが一つの大きな理由づけみた

いなものがあると思いますので、既にも

う説明を受けておるかもわかりませんけ

れども、もう一遍重ねてその辺のことに

ついて見解をお聞かせ願いたいと思いま

す。

　もう一点は、これからのやっぱり自己

水の確保、将来的な施設の管理を考えて

いきますと、やっぱり資源は無限ではな

く、有限ですし、そういう中で、地下水

をくみ上げるケーシングの問題は、これ

はケーシングをずっと繰り返してきて、

今後もこういうケーシングをやらざるを

得ない状況が来るのではないかと思うん

ですけれども、その辺の将来的な計画に

ついて、この機会に改めて聞いておきた

いと思います。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　水道についての減少

で、大手企業についてどのような減少が

ございますかというご質問でございます

が、過去３万トン以上の大口の使用水量

をいただいております企業が１３社ござ

いまして、そのうち平成２２年２月末現

在で、昨年度の同月比で見ますと、この

１３社におきましては、水量で平均８．

１５％下がっております。給水収益で申

しますと、８．０％下がっておる状態で

ございます。

　それから、個別の案件になろうかと思

いますが、全て水量は昨年度比に比べま

すと下がっているところでございますが、

顕著に下がっておる企業が１社ございま

して、水量がこのままいたしますと約半

分近く水量が減っておる企業がございま

す。現在のところ水を再利用されたり、
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あるいは使用水量を減らして企業の経営

活動を抑えていらっしゃるか、そのどち

らになるかということまでは、存じ上げ

ておらないんですけれども、１社ござい

ます。水量が半減する見込みの会社が１

社ございます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　ケーシングの件なんです

けれども、今現在ケーシング、二重ケー

シング、三重ケーシングやっております

井戸は３号井戸と６号井戸が三重ケーシ

ングまでやっております。そのほかの井

戸につきましては、平成になって掘り返

しておりますので、今すぐにケーシング

する必要はないかと思いますが、井戸の

しゅんせつ、これは井戸を堀ったときか

ら８０％程度下がりましたらしゅんせつ

を行いまして、現在のくみ上げている量

を維持するということをやっております。

　今年度につきましては、４号井戸を行

いましたけれども、来年度は２本の井戸

をしゅんせつをして、現在の湧き水を維

持していきたいと考えております。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、府市統合の

関係の値下げの件につきまして、ご答弁

申し上げます。

　昨年のちょうど今ごろ、まだ大阪府と

大阪市がそれぞれ企業団方式と、それか

ら大阪市が大阪府の水道事業を継承する

案をそれぞれ示して、その効果額等を検

討されておられました。そのときの話で

は、大阪府の方は、平成４２年には１ト

ン当たりの給水原価が８２円から６０円

に、２２円ほど下がるというふうなこと

を示されておられました。

　それから、大阪市の方は、平成４２年

には用水供給単価を、８８円１０銭から、

府下全域７８円に低下させることができ

るというような、そういうような統合の

効果を、それぞれ発表と言いますか、公

にされておられました。

　その後、この話は府下市町村にアンケー

トをとる中で、どっちかと言えば大阪府

の水道事業企業団の方がいいのではない

かというようなアンケート結果が出たり

しまして、それに対して大阪市はまたさ

らに、コンセッション型の指定管理者制

度といったものがいいんじゃないかとい

うようなことで再度提案されて、一時は

大阪府も、その変更後の大阪市案に傾か

れたように思うんですけども、最後にな

りまして、大阪府営水の受水団体の方か

ら、大阪府の用水供給事業については、

府下市町村で水道企業団を、一部事務組

合ですけれども、それをつくって、その

大阪府の用水供給事業を吸収するという

ような案がいいということで、そちらの

方に今現在進んできてるわけですけども、

現在、その大阪府が示しております１０

円１０銭値下げにつきましては、これは

大阪市と大阪府の統合の話以前からあっ

た話でございまして、要は大阪府は平成

１２年に高度処理水の関係で、供給単価

を値上げされました。その後、ここ数年

来、単年度で５０億円とか４０億円とか

言うような黒字を出されるようになりま

した。

　それに対しまして、府下市町村から黒

字額を府下市町村に還元されるべきでは

ないかというような意見が出まして、大

阪府の方も検討しますという返事をされ

ておられたんです。それが２、３年前の

話でございますが、それが結局大阪府と

大阪市の統合の話がほぼなくなった現在

に、その値下げの話だけが出てきて、大

阪府は単年度の黒字額、非常に大きな額

が出ているので、値下げに応じましょう

ということで、私はこの１トン当たり１

０円１０銭の値下げ額が出てきたものと
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いうふうに理解しております。

　それから、太中浄水場の民間委託料が

破格の価格だということで、上下限を設

けなかったのはなぜなのかというような

お問いだったと思いますけども、一般的

に、私の調べた範囲では、こういう委託

事業につきましては、下限額を設けられ

ない場合が結構多いというふうに、調査

の結果、理解しておりまして、今回も下

限額を設けるかどうするか、その工事と

同じように設けるかどうか、検討はした

んですが、結局一般的に設けないところ

が多いということで、設けなかったわけ

でございます。

　ただし、下限額を設けないと、非常に、

先ほども藤浦委員の方からもご心配あり

ましたように、法令に違反するような労

働条件になったりしないかというような

ことございましたけども、私どももその

点につきましては、やはり当然入札前か

ら、検討しておりまして、仕様書及び契

約書に労働基準法その他の法令を必ず遵

守することということを入れております

ので、もしそれに反するようなことがあ

りましたら、契約は解除になりますとい

うようなことになっております。

　そういうことからも、私どもは下限額

は設けませんでしたけれども、この委託

契約については、破格の値段であるとい

うことも理解しておりますけれども、何

とか、正常に委託事業が実行されるもの

というふうに考えております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　順番前後しますけれど

も、今答弁がありました太中浄水場の民

間委託の問題ですけれどもね、商い、商

売というのは利益を、もうけてこそ初め

て企業として成り立つわけですね。

　それが、北摂地域でまだ一個も切り口

がないから、ここでもう赤字覚悟でやる

んだということで今回落札されたという

ことですけれども、それならこれからずっ

と赤字覚悟で、これからこの仕事をやっ

ていかれるのか。

　水道事業というのは、やっぱり公営企

業法にのっとった企業体ですから、利益

を出すのもいいんです。だけども、やは

りそういう法にのっとった企業体である

にもかかわらず、そういう赤字を、まるっ

きりもう初めからわかりつつ仕事をさす

ということについて、私は若干その趣旨

から反するのではないかなという気がし

ます。これからずっとその業者は赤字覚

悟でこれからこの仕事を請け負っていか

れるということになるのか、その辺の先

の見通しについて、水道部としてどうい

う認識をされておるのか、この辺をお聞

きしておきたいと思います。

　それと、統合の問題、これは、例えば

流域下水道も一元化されました。この一

元化されたことは果たしてよかったのか

悪かったのかという結論が出るのは、ま

だちょっと時間がかかると思います。

　そういう点では、大阪市営水道と大阪

府営水道の統合問題が、果たしてそれが

プラスに働くのかマイナスに働くのかと

いうことは、これはやってみないとわか

らない面もありますけれども、やはりい

ろんな状況の変化がある中で、安定した

水道料金を守っていこうと思えば、例え

ば、私が初当選した昭和４７年ごろには、

水道料金が長年ずっと値上げをされませ

んでした。しかし、７、８年たってから

一挙に、１０年近くたってからかな、一

挙に水道料金が値上げをされたというこ

とを経験しております。

　そのときにも議会でいろいろ議論があっ

て、各会派の方からもその問題について

の質疑が出ました。私はそのときに、当

時の水道部長かな、とにかく今まで値上
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げを抑えてきたのは、例えば前にも申し

上げましたけれども、モノレールの延伸

で水道の用地を一部売却をした、そのお

金は本来ならば将来の設備投資に向けて

温存しておくべきものであるにもかかわ

らず、それを運営経費の中に放り込んで

いって値下げを抑えていった経過もある

やないかというようなことも言いながら

議論したんですけれども、やはりそうい

うふうに一気に値上げをするということ

になってきますと、相当抵抗が出てきま

すし、そういう点では安定した水道料金

というものが、やっぱり私は維持すべき

だと思いますので、今回府営水がそうい

うふうに下がっていったということもあっ

て、値下げにつながっていくんですけれ

ども、いつまでも府営水が値下げしてく

れるんかということは、そうではないと

思いますし、その辺のことも勘案しなが

ら、安定した水道料金の設定をやっぱり

私はやっていくべきだと思いますし、短

絡的に値下げをしていく、そのことばっ

かり考えるのではなしに、安定した水道

料金ということは、やっぱり追求しても

らうようにこの機会にお願いをしておき

たいと思います。

　それで、大口企業使用水量が約半分に

なったと言うことの答弁がありましたけ

ども、私は以前にもこの委員会で議論し

たことがありましたけども、やはり摂津

市の企業の中で、淀川の取水権を持って

おられて、本来ならば、取水権というの

は工場誘致のときに冷却水として使用す

るということが前提で、取水権が認めら

れておったと思うんですけれども、その

中の一部を自社の中で浄水装置をつくっ

て浄化をして、製造工程にもまわしてお

られて、摂津市の水道水の購入が相当減っ

たということを指摘させていただいて、

その当時、担当の方に日数がたってから、

果たして、その企業がどれだけの水道使

用料が上下したかということを聞いたと

きに、アップしましたということも聞い

たんですけれども、そのように、なぜ、

その半分になったかということの理由づ

けみたいなものは、やはりしっかり持っ

ておかないと節水とか、あるいはリサイ

クルしたとかいうことだけでは、私は半

分になるということは非常に疑問に感じ

ますし、その辺の実態調査について、ど

のように認識されておるのか、その辺の

ことを、もう１回お答え願いたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　乾水道部次長。

○乾水道部次長　まず、太中浄水場の運

転監視業務の委託の受託をされた企業の

件でございますが、私、先ほど安易に営

業の方のお話をそのままですね、赤字を

覚悟でされましたというようなことを申

し上げてしまったわけですが、北摂の会

社でありながら北摂にシェアを持ってい

ないというようなことについて、非常に

危機感を持たれていたというふうに感じ

ております。

　したがいまして、多分非常に厳しい計

算をされた上で、限界の数字を出した上

で落札をされたというふうに考えており

ます。ただ、これにつきまして、今後、

３年後、同じように本当のぎりぎりのと

いいますか、低い価格で落札していただ

けるかといいますと、これはもう全く未

定の話だというふうに思っております。

したがいまして、次回については、また、

この入札額が上がるということは十二分

に考えられることというふうに考えてお

ります。

　それから、大口のところが非常に給水、

水需要を極端に落とされたという件でご

ざいますが、一昨年に発生しましたリー

マンショックというのが１００年に一度
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の経済危機というふうにも言われており

ますように、非常に世界全体で景気の後

退といいますか、低下がございました。

したがいまして、市内の企業で企業活動

が極端に低下して、水を使われる量が減

少するということは、ある程度はやむを

得なかったんやないかというふうに思っ

ております。

　しかし、今後につきましては、前にも

申しておりますけれども、メーター、量

水器ですね、それの取替えの時期とかに

合わせまして、余分な水を使えとは言い

ませんが、できるだけ大切に摂津市の水

道水を使っていただきたいということで、

営業活動は今後も続けてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　民間委託の答弁が「赤

字覚悟」が「ぎりぎりの線」という形で

微妙に変化されたんですけれども、水道

部としても、やはりこの委託についての

積算をされたと思うんです。全く当てずっ

ぽうで入札にかけられたわけではなしに、

ある程度、水道部としての積算を出しな

がら設計金額を出していって入札にかけ

るということになっていったと思うんで

すけれども、その辺が、水道部として、

果たしてどこがぎりぎりの線であるのか

ということの判断基準、その辺が、私わ

からんと、業者が精いっぱいの努力をさ

れたと言ったところで、それがほんまに

ぎりぎりの線なのか、赤字覚悟なのかと

いうのは、我々にはわかりませんし、そ

の辺は水道部として積算をした場合には

どうなるかということの、やはり線があっ

たと思うんですけれども、その辺のこと

について、この機会にもう１回、お答え

願いたいと思います。

　というのは、やはり３年後に、また、

その業者さんが北摂にシェアがないとい

うことは、これは企業の勝手であって、

あろうが、なかろうが、我々としては、

そのことは範疇から除外をすべきだと思

いますし、そういう点で今後３年後に、

もう赤字覚悟、あるいはぎりぎりの線やっ

たから、もうかれへんから、次は高い金

額を入れて落札したらもうけもの、落札

しなかったらしゃあないということで出

てこられるのか、それはわかりませんし、

そういう点ではやはり継続性のある委託

というものを、やっぱりしていかないか

んと思いますので、破格のことをずっと

維持することが果たして可能なのかどう

か、その辺は水道部として、どう認識さ

れておられるのか、もう一度、答弁して

もらいたい。

○山本靖一委員長　中岡部長。

○中岡水道部長　今、木村委員、おっしゃっ

た件なんですけれども、水道部として一

応、数社の業者に対して見積りを提出さ

せました。やはりその中には事務費なり

人件費なり書いております。その中で１

億３，５００万円という債務負担行為の

額を決めたところでございます。

　実際には、その見積りをとった業者も

中に入った中で入札が行われた結果、約

４２％で落札されたということでござい

まして、いろいろ今回の入札につきまし

ては、今まで民間業者ではなかった、大

阪市の水道サービス公社でありますとか、

新しい業者も入っておりますので、その

業者とは以前にも、いろいろ入札の中で

金額について、その入札を落とした、落

とさないとかいうようなこともあります

から、そういう中で、やはり競争原理が

働いて、今回の金額になったのではない

かと思っております。

　ですから、今後、３年後には、先ほど

次長が言いましたように、実際にそうい
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う安い金額で落ちるかどうかというのは、

私どももわかりません。今回については、

たまたまいろいろな形の競争原理が働い

た上で４２％という落札率で落ちたもの

であると考えております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　これ以上、議論をして

も平行線になろうかと思いますので、要

望にしておきますけれども、企業として、

先ほど申し上げましたように、もうけに

ならない仕事をしても商売にはならへん

わけですね。だから、今後３年後に金額

がどのように推移していくのか、私たち

は、今の業者だけに限らず、入札で、ど

ういう金額で落ちついていくかというこ

とを注目して見ていきたいと思います。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、最後ですので、

重複しないような形で質問をさせていた

だきます。

　まず、９ページの特別損失１，１４５

万１，４２９円についてお聞かせくださ

い。

　それと２９ページの自家発電機保守業

務委託料、平成２１年は３７３万８，０

００円だったのが、２２年は４６０万８，

０００円になっていまして、この理由を

お聞かせください。

　３３ページの調査業務委託料１，０６

４万９，０００円について、お聞かせく

ださい。

　４１ページ、調査業務委託料３７８万

円について、お聞かせください。

○山本靖一委員長　東角水道部参事。

○東角水道部参事　平成２１年度の特別

損失、不納欠損について、ご説明申し上

げます。

　特別損失につきましては、近年の経済

不況や企業の倒産、それから、個人の破

産でありますとか、年々増加しておりま

すが、それらの増加によって金額が増加

しております。その内容について申し上

げます。

　まず、水道料金といたしまして、その

対象者が５１０者、金額は６９５万６，

５０５円です。それから、その内訳につ

いてでございますが、転出者不明等が４

６６者ございまして、申しわけありませ

ん。先の金額は消費税抜きで１，１４５

万６８０円、予算金額で、端数金額で上

げておりますのは予算書の９ページに上

げております特別損失１，１４５万１，

４２９円、これは予算ベースであります。

内訳につきましては、転出先不明が４６

６者、金額に申し上げまして６９５万６，

５０５円。それから、会社倒産等につき

ましては１９社で３７３万６，４３５円、

それから、本人が死亡によるものにつき

ましては、２５者ございまして４４万２，

２４６円、合計いたしまして水道料金に

つきましては１，１１３万５，１８６円

となっております。

　それから、水道の修繕料といたしまし

て、７者ございまして、金額は３１万５，

４９４円、合計いたしまして、予算書に

掲載しております１，１４５万１，４２

９円となっております。

　増加の主な理由でございますが、不納

欠損額が昨年よりも増えました理由とい

たしましては、平成２０年度決算の時点

では大口の会社の倒産により増加いたし

ましたが、平成２１年度末の見込みで見

ますと、会社の倒産等では約５０万円ほ

ど減少したものの、転出後の転出先不明

者が９５者増加したため、金額が約１７

０万円ほど増加したものでございます。

○山本靖一委員長　林浄水課長。

○林浄水課長　自家発電機保守業務委託

料ですが、非常用発電機を太中浄水場に

ガスタービンが１台あります。中央にディー
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ゼル機関１台、鳥飼送水所には２台、千

里丘送水所にも１台ということで、計５

台所有しておるわけですが、毎年、保守

点検を行っておりますが、鳥飼送水所の

ディーゼルにつきましては精密点検を行っ

たことがないということで、燃焼室をば

らして精密点検を行って、中を確認した

いということで、これだけが８７万円上

がっております。

○山本靖一委員長　原工務課長。

○原工務課長　３３ページの調査業務委

託料ということですけれども、内訳につ

いては、漏水調査、これが２２年度で３

５キロ、今年度は一応２７キロ上がって

ますけれども、金額においては３４４万

９，０００円、もう一つは水管橋の耐震

調査、これは中央送水所から太中浄水場

に送水しています３００の送水管、これ

は大正川にかかっております中央送水所

からモノレールの駅まで来ているトラス

橋、これの耐震調査、金額において７２

０万円、合計で１，０６４万９，０００

円ということの内訳です。

○山本靖一委員長　乾水道部次長。

○乾水道部次長　それでは、４１ページ

の調査業務委託料につきまして、ご説明

申し上げます。これにつきましては、厚

生労働省が平成２０年から市町村に対し

て、指導しております持続可能な水道を

目指して、資産管理をきっちりしなさい

と。厚生労働省の方は資産管理のことを

アセット・マネジメントと申しておりま

すけれども、要は、私どもが持っており

ます、例えば、水道管でありますとか、

上水道の施設、あるいは浄水施設、ある

いは中央送水所の建物そのものですね、

そういったものについて、もっと細かく

分類して、その分類した施設ごとに耐用

年数等をしっかり把握して、しかも更新

費用がどれぐらいかかるのか、全部積算

して、最終的には、ある日、突然、水道

事業が破綻しないように、しっかり、そ

の更新費用を確保していきなさいと、そ

ういう趣旨の指導がございまして、それ

に対しまして、私ども、まず第一歩とい

たしまして、私どもが持っております水

道部の資産を細かく分類させていただこ

うと思いまして、その専門家でもありま

すコンサルタント会社の知恵も借りなが

ら、２２年度も取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。その費用が、

この３７８万円の費用ということでござ

います。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、特別損失に関

しまして、これは毎年の議論になってお

ります。取組みということで、いつも転

出者不明等の方が、今回も４６６者とい

う形で、リーマンショック以来、そうい

う企業倒産とか、多くなったので、こと

しは特にふえているという形です。これ

は例年と同じように、全体の中で約０．

３％という形の中、全体の占める使用料

の中の不納欠損みたいな金額に、パーセ

ンテージとしてなっていくのでしょうか。

それと、今後どういった取組み、これ民

間委託とか、過去もそういう形で議論に

はなっていきましたけれども、それ以後、

どういう取組みをなされているのか、再

度、お聞かせいただきたいと思います。

　それと自家発電機保守業務委託料のこ

とは一応、理解できましたので、結構で

す。

　その次に、調査業務委託料１，０６４

万円ですが、昨年は、多分、今の説明を

お聞きしますと漏水調査で２５０万円、

耐震で５２０万円で、昨年は７７０万円

という理解でよかったのでしょうか。

　それが、今回ふえているという形、そ

こをお聞かせいただきたいと思います。
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　それと昨年、破損という形で止水弁の

ところ、千里丘送水所のところでやられ

ました。その後、あの管の亀裂という、

原因究明はどうなされて、結果はどうなっ

たのかというご報告を受けていないよう

に思うんですけれども、もし、ご報告さ

れているんだったら私の勉強不足と思う

んですけれども、その原因結果はどうなっ

て、一応、耐用年数が、そのときに来て

いたというお話は、記憶はあるんですけ

れども、それなら、本当にああいう縦割

れになったときの原因、管がどうなって

いるのかという原因をどういう形で究明

されたのか、お聞かせください。

　それと今、調査業務委託料で過去も、

その経営計画とかいうのは独自でやられ

ていたように思うんですけれども、経営

計画の中で、それが今、国の方針でそう

いった形、より細かい形の方針を出され

て、それに沿ってコンサルに一応、そう

いう指導を仰いでやるという形だったん

ですけれども、今までと今後、つくって

いく形のものと、どう違うのか、再度、

お聞かせください。

○山本靖一委員長　東角水道部参事。

○東角水道部参事　まず、１点目の不納

欠損の全体に占める収納の割合でござい

ますが、平成２０年度では収納率９９．

６１％でございましたが、平成２１年度

末の見込みでは９９．５４％であり、若

干０．０７％ほど水道料金についての不

納欠損の割合が増えております。

　それから、この営業課で滞納額を増や

さないという取組みについて、どのよう

にされていますかというご質問でござい

ますが、これまでと同じように、督催告

並びに未納のお知らせ、それから、給水

停止の予告、それから給水停止、その間

に何度か実態を調査させていただくなり、

あるいはお話、ご相談を受けるなどして、

何回か機会を増やすということをしてお

ります。

　また、平成２１年度につきましては、

下水道業務課と調整をし、協力をいたし

ておりまして、特に課長代理の方でやっ

てもらい、主となっていろいろなデータ

のやりとりが必要になりますので、今回、

特に転出先が不明なものが９５名も増え

ておりますので、法律が、私法上の債権

と公法上の債権で、若干違うんですけれ

ども、下水道業務課の転出先不明者を追

跡する際に水道の方のデータをお渡しさ

せていただいて、昨年の９月から水道を

閉栓して、転出した場合の滞納者の徴収

についての必要データをお渡ししており

ます。

　それから、営業課といたしましても、

平成２０年度は給水停止を２９２人通知

しておりますが、今年度につきましては

３１０者、給水停止の通知を行っており

ます。昨年は５回の給水停止を実施いた

しましたが、今年度につきましては７回

に増やしております。２月１７日時点で

の給水停止によります収納金額は３，６

６６万円となっております。

○山本靖一委員長　原工務課長。

○原工務課長　委託調査の分なんですけ

れども、漏水調査は２１年度については

２７キロですけれども、２２年度につい

ては、一応３５キロ、８キロほど延長し

ています。それから、２１年度の水管橋

の耐震調査については、防領橋、鶴野に

送水している橋ですね、あそこに５００

の管がかかっております。あれは単独柱

でかかっている、構造が、今回のトラス

橋との構造が違いますので、調査の委託

費も多少変わってきますので、合わせて

昨年よりも大体２９０万円ほど増になっ

ておるのが現状であります。

　それから、平成２０年１１月２０日、
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夜、千里丘送水所において、２００の管

が破損しました。議員の方にも市民の方

にも大変ご迷惑をかけましたけれども、

委員長からの指摘にもありましたように、

原因調査を追求と今後の検証についてと

いうことでありましたので、これは決算

の委員会のときにも一応、報告させてい

ただいたと思いますけれども、原因につ

いては、いろいろな要素があるというこ

とで、あの管については一応３８年間経

過しております。普通、老朽管といいま

すと大体４０年間、今後、最近の新管で

したら、もう今後６０年、７０年の管が

もつやろうという新しい管も出てきてい

ますけれども、あの当時、入れたのが大

体４０年間ということで、原因について

は、いろいろな土質の状態、それから、

老朽の時期かなということも含めて、い

ろいろな条件があったということを聞い

ております。そういった面で、２１年度

には複線化ということで、今、まさに工

事をやっていますけれども、別路線に２

００を入れているところであります。

　それが完成すれば、２２年度において、

そのときに割れた管を、２００の管で新

しい管に、その管をループが済めば、年

次計画に基づいてやっていくと。あの線

でしたら府道までを数年かけてやってい

きたいなという計画を立てております。

　まして、特に基幹なので、今後、こと

しの２２年度の整備計画にもありますよ

うに、多分、議員の皆さんに計画図面、

お渡ししていると思いますけれども、太

中浄水場の北側にも、ことしから２００

の計画を入れながらループ化していくと

いう計画も立てております。その点も含

めてご理解お願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　乾水道部次長。

○乾水道部次長　それでは、調査業務委

託について、これまでならば独自でとい

うような計画をつくってこられたのに、

今回はコンサルを入れてされるというこ

とについて、なぜなのかということでご

ざいますが、今回のアセット・マネジメ

ントの導入調査につきましては、非常に

内容が難しい内容になっておりまして、

例えば、固定資産、私ども固定資産でし

たら、例えば建物、構築物、機械、装置、

車両及び運搬、工具器具及び備品という

ような形で、大まかに分けて固定資産台

帳を作成して、耐用年数等も設定してお

りますけれども、国が言うております、

このアセット・マネジメントをするには、

もっと資産を細かく分類しないといけな

いんです、一つは。

　例えば、配水管にしても口径別できち

んと把握しないといけない。それから、

整備年度と、それぞれの耐用年数、です

から、今度いつ更新する必要があるのか

というようなことを調べていかないとい

けない。

　それから、それを調べるだけなら、私

ども職員で何とか時間をかけてというよ

うなことも考えられないこともないんで

すけれども、さらにそれの更新費用も今

後、今、更新すれば幾らかかってくるの

かというような、更新費用も、ここも出

していかないといけない。しかも、その

更新費用を出せば、今度、その更新財源

をどういうふうに確保していくのかとい

うようなことも考えていかないといけな

いというようなことがございまして、な

かなか、私ども水道部の職員の能力だけ

では非常に、やってできないことないか

もわかりませんけれども、物すごい時間

がかかってしまうとか、やはりかえって

不効率なことになってしまうかもわから

ないというようなこともありますので、

今回、国の厚生労働省がアセット・マネ

ジメントを導入するに当たって、コンサ
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ルタントも入れられて検討されたという

ことも聞いているんですけれども、そう

いったことに熟知されたコンサルタント

を探して、私どものアセット・マネジメ

ントの導入に知恵を貸していただければ

というふうに考えているところでござい

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　特別損失に関しましては、

本当に係の方が日々、努力されて、その

結果がつながってこない、大変な作業か

と思いますが、転出に関しては、その給

水停止という形の、いろいろな減免とか

を受けられる方に、そういう形の、不払

い得ということは絶対に許さないという

ような形の取組みも今後とも、よろしく

お願いしておきます。

　それと給水管の破裂という形のところ

で、もう１点だけ、最後お聞きしたいん

ですけれども、原因としては４０年耐用

のところを３８年だったという形のもの

はお聞きして、いろいろな複合的な形が、

そういう原因になったと、それに対応し

て複線化という形で、市民の命という水

をいかに確保するかという取組みをなさ

れて複線化というは、よくわかるんです

けれども、本当に亀裂したという原因究

明のやり方を再度お聞きしたいのは、民

間とか、地元のＫ社とかいうところなん

かに調査を依頼して、その原因を究明さ

れたかどうかということだけ、最後にお

聞きしておきたいと思います。

　それと今の経営アセット・マネジメン

トですか、こういう形の委託料が出てお

りますが、先ほどの委託料と一緒で、こ

れは、この金額の根拠というのか、この

金額３７８万円が、先ほど言われました

ような形で、職員の方が、総がかりでやっ

ていく、その費用対効果を考えたら、こ

ちらの方の国の方針で出た方針に従って、

そういうものを作成しないとだめだとい

うので３７８万円という形の委託料を決

められた、この積算根拠を最後にお聞か

せください。

○山本靖一委員長　原工務課長。

○原工務課長　原因調査をしたのかとい

うことでありますけれども、先ほども申

し上げましたように、委員長からの指摘

もあり、Ｋ社にお願いしました。そういっ

た面で一応報告があったのは、主に外圧

的な加重がかかったんだろうという結果

をいただいております。一概的には、そ

れだけが原因じゃないだろうという報告

を受けています。いろいろな要素が重なっ

てということで、原因は聞いています。

いずれにしても幹線なので、一応、将来

的な整備計画を立てながら市民に迷惑を

かけないように、どこが割れても、次の

ルートで水を送るということを努めてま

いりたいなというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　乾水道部次長。

○乾水道部次長　それでは、アセット・

マネジメント導入調査の委託料の積算根

拠でございますが、この手のコンサルタ

ントの費用につきましては、基本的には

技術者の人件費が主なものというふうに

理解しておりますけれども、こういった

ことを専門にしているコンサルタントか

ら、どのぐらいの時間とか費用、それか

ら、どういう技術者が必要なのか、そう

いったものの内訳とともに参考見積りを

いただきました。それを私どもの方で予

算査定の場でもって、精査させていただ

いて計上をさせていただいたということ

でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　結構です。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後２時４５分　休憩）

（午後２時４７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午後２時４９分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  藤 浦 雅 彦
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